
平成30年９月宮崎県定例県議会

厚生常任委員会会議録

平成30年９月19日・21日

場 所 第１委員会室



- 1 -

平成30年９月19日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成30年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）

○報告事項

・県が出資している法人等の経営状況について

公立大学法人宮崎県立看護大学

公益財団法人宮崎県移植推進財団

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センタ

ー

公益財団法人宮崎県健康づくり協会

・公立大学法人宮崎県立看護大学の平成29年度

の業務実績に関する評価結果について

○請願第22号 子どもの医療費助成制度の拡充

を求める請願

○請願第26号 スティッフパーソン症候群を早

急に指定難病に認定し施行する

よう国の関係機関に意見書の提

出を求める請願

○請願第27号 後期高齢者の医療費窓口負担に

ついて、原則１割負担の継続を

求める意見書を国に提出するこ

とを求める請願

○福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査

○その他報告事項

・医師・看護師等確保に係る取組について

・県立宮崎病院再整備の進捗状況について

・病院局における障害者任免状況の確認調査に

ついて（中間報告）

・医師修学資金貸与制度の返還免除条件の一部

変更について

・肝炎医療費助成事業における肝がん・重度肝

硬変患者への対象拡大について

・旧優生保護法に関する調査結果等について

出席委員（７人）

委 員 長 太 田 清 海

副 委 員 長 日 高 博 之

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 岩 切 達 哉

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

病 院 局 医 監 兼
菊 池 郁 夫

県立宮崎病院長

病 院 局 次 長 兼
小 田 光 男

経 営 管 理 課 長

県立宮崎病院事務局長 川 原 光 男

県立日南病院長 峯 一 彦

県立日南病院事務局長 外 山 景 一

県立延岡病院長 栁 邊 安 秀

県立延岡病院事務局長 田 中 浩 輔

病 院 局
後 藤 和 生

県立病院整備対策監

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 川 野 美奈子

福祉保健部次長
川 添 哲 郎

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健・医療担当）

こども政策局長 長 倉 芳 照

部参事兼福祉保健課長 横 山 幸 子

指導監査・援護課長 池 田 秀 徳

医 療 薬 務 課 長 久 保 昌 広

薬 務 対 策 室 長 山 下 明 洋

国民健康保険課長 長谷川 新

長 寿 介 護 課 長 内 野 浩一朗

平成30年９月19日(水)
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医 療 ・ 介 護
山 下 弘

連 携 推 進 室 長

障がい福祉課長 矢 野 慶 子

部参事兼衛生管理課長 樋 口 祐 次

健 康 増 進 課 長 矢 野 好 輝

感染症対策室長 永 野 秀 子

こども政策課長 髙 畑 道 春

こども家庭課長 橋 本 文 人

事務局職員出席者

議 事 課 長 補 佐 濱 﨑 俊 一

議事課主任主事 渡 邊 大 介

○太田委員長 ただいまから厚生常任委員会を

開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時２分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、その他報告事項に関する説明を求

めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いをいたします。

○桑山病院局長 まず初めに、本会議答弁、そ

してマスコミ報道等でも御承知のとおり、障が

い者雇用に関します国への報告につきまして、

雇用数として算入する職員に関し、国がガイド

ラインに示す方法で照会・確認を行っておらず、

不適切な報告となっておりました。深くおわび

申し上げます。

正確な数値については、現在、調査中であり

ますが、本日は、中間報告としまして、現段階

における調査結果を後ほど報告させていただき

ます。よろしくお願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。

病院局から今議会にお願いしております議案

はございませんけれども、その他報告事項が３

件ございます。

１件目は、医師・看護師等確保に係る取組に

ついてでございます。

病院局では、医師、看護師等の確保について、

毎年さまざまな取り組みを行っておりますので、

それを御報告させていただきます。

また、６月及び７月に実施いたしました看護

師・助産師の選考採用試験の実施状況につきま

しても、あわせて御報告申し上げます。

それから、２件目でありますけれども、県立

宮崎病院再整備の進捗状況についてでございま

す。

本年度に入りましてから、立体駐車場建設工

事に着手しまして、また新病院の開院支援業務

の契約を締結しておりますので、御報告をさせ

ていただきます。

そして、３件目は、冒頭で申し上げました病

院局における障害者任免状況の確認調査につい

てでございます。

詳細につきましては、病院局次長のほうから

御説明申し上げますので、よろしくお願いたし

ます。

私からは以上であります。

○小田病院局次長 それでは、まず医師・看護

師等確保に係る取組について御説明させていた

だきます。

平成30年９月19日(水)
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お手元の厚生常任委員会資料の１ページをお

開きください。

最初に、１の医師（臨床研修医）確保につい

てについてであります。

まず、（１）の病院説明会の実施についてであ

ります。

病院局では臨床研修医確保対策の一環といた

しまして、県内外の医学生向けの病院説明会に

県内７つの基幹型研修病院と合同で参加するな

どしております。

今年度はこれまでに、①にありますとおり、

宮崎大学医学部での学内説明会、それから民間

会社が主催する東京、大阪、福岡及び鹿児島で

の説明会にて、先輩研修医等から病院の概要や

臨床研修の状況等の説明を行っております。

今後は、②にありますとおり、福岡で開催さ

れる説明会に参加する予定でありまして、さら

に臨床研修医の確保に努めてまいりたいと考え

ております。

次に、（２）の医学生病院見学ツアーの実施で

あります。

同じく臨床研修医を確保するために、実際に

医学生に県立病院の魅力を発信する機会といた

しまして、県立３病院を見学するバスツアーを

年２回実施しております。今年度は、８月８日

から10日にかけて実施いたしまして、県内外か

ら医学生９人が参加をいたしました。

各病院では手術室、ＩＣＵの見学ですとか、

症例検討、夜間救急当直の体験などを行いまし

て、参加者からは、「研修を行う内容を実際に体

験でき、イメージしやすかった」「研修医と話す

ことで、研修医の生活スタイル等を知ることが

できてよかった」等の声が聞かれるなど非常に

好評でありました。

なお、この見学ツアーにつきましては、来月

にも実施する予定であります。

参考といたしまして、各県立病院の医師数の

推移及び臨床研修医の受け入れ状況等を掲載し

ております。

県立病院の医師数は、ことしの４月１日時点

で202人となっておりまして、病院局全体では増

加傾向にありますけれども、延岡病院、それか

ら日南病院は減少しておりまして、さらに依然

として休診中の診療科があるなど厳しい状況が

続いておりますので、引き続き大学医局等への

派遣要請など、医師確保に向けて全力で取り組

んでいく必要があると考えております。

なお、臨床研修医につきましては、自治医大

卒研修医を含めて、今年度は25人の臨床研修医

を受け入れることとなりました。これは新しい

臨床研修医制度が始まって以来、過去最高の数

字であります。今後とも臨床研修医の確保に努

めてまいります。

２ページをお開きください。

次に、２の看護師等確保についてであります。

まず、（１）の病院説明会の実施についてであ

ります。

これは、主に来年３月に卒業を予定している

看護学生を対象に、病院の概要を知っていただ

いて、県病院を希望していただくことで、人材

の確保を図ることを目的として取り組んでいる

ところであります。

①の企業主催の就職説明会、②のナースガイ

ダンス・病院見学ツアー、③の各月１回の病院

説明会の３本立てで実施しているところであり

ます。

特に、②のナースガイダンス・病院見学ツア

ーにつきましては、病院局独自の取り組みであ

りますけれども、今年度は、５月26日から27日

にかけて実施いたしましたところ、来春卒業予
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定の67人の看護学生が参加しまして、県立病院

の概要や先輩看護師からのＰＲを初め、各病院

の病棟や救急救命センター、看護師宿舎等の見

学を行っております。

なお、資料にはありませんけれども、参加者67

人のうち、41人、約61％が今年度の採用試験を

受験しておりまして、一定の成果が上がってい

るものと考えております。

次に、（２）の看護学生インターンシップの実

施についてであります。

看護学生に県立病院への理解を深めてもらう

ため、夏休みを利用しまして県立病院の看護を

体験するインターンシップを実施しております。

今年度は、８月６日から10日にかけて実施し

ましたところ、80人の看護学生が参加をしてお

ります。

当日は、手術室等の施設見学ですとか、患者

の日常生活援助の体験をしていただきまして、

参加した看護学生からは、「救急病棟の雰囲気が

とてもよく、こういった病棟で働きたいと思っ

た」「患者の目標に関して看護師が意見を交わし

ていた。自分もこんな看護師になれるよう頑張

りたいと思った」等の声が聞かれておりまして、

大変満足していただいております。

最後に、（４）の平成30年度看護師・助産師選

考採用試験実施状況について御報告いたします。

採用試験につきましては、今年度より試験回

数を年１回から、６月、７月、10月の年３回と

しておりまして、経験者対象の第１回を６月２

日に宮崎市で、それから新卒者・経験者対象の

第２回を７月21日及び22日に宮崎市、東京都、

大阪市、福岡市の４会場でそれぞれ実施したと

ころであります。

なお、第３回につきましては、新卒者・経験

者を対象に10月20日及び21日に宮崎市、福岡市

の２会場で実施予定としております。

第２回終了時点での結果につきましては、表

記載のとおりでありますが、新卒者・経験者合

計で採用予定者数80人程度に対しまして、受験

者数146人、合格者数70人、競争倍率は2.1倍と

なっております。

また、資料にはありませんけれども、合格者70

人の中には県外病院の在籍者11人、県外学校在

籍者７人が含まれておりまして、Ｕターン・Ｉ

ターンの促進に役立っているものと考えており

ます。

なお、合格者の採用は、原則として来年の４

月からとなりますけれども、既に免許を保有し

ている方については、前倒しで採用することも

行っております。

一番下の段に参考として、各県立病院の看護

師数の推移等を掲載しておりますが、看護師に

つきましては、入院患者の高齢化への対応です

とか、育児休業者に対する代替確保のため、増

員を図っているところであります。今後とも、

優秀な人材の確保による医療サービスの充実に

努めてまいりたいと考えております。

続きまして、県立宮崎病院再整備の進捗状況

につきまして御説明いたします。

資料の３ページをごらんください。

まず、１の本年４月以降の進捗についてであ

ります。

（１）にありますとおり３月に決定いたしま

したエネルギーサービス事業につきまして、４

月に基本協定を締結いたしまして、現在、事業

者のほうで実施設計が進められております。

また、（２）、（３）にありますとおり、６月

には新病院建設の準備工事として立体駐車場建

設工事に着手したほか、開院支援業務の契約を

締結いたしました。
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次に、２の立体駐車場建設工事でありますが、

建物概要は、鉄骨造４階建て５層の駐車台数296

台の自走式立体駐車場であります。新病院の建

設工事に先立って整備するもので、新病院建設

工事期間中の外来者用駐車場としても活用する

こととしております。

発注方式は、建築工事、電気工事、管工事の

分割発注といたしまして、条件つき一般競争入

札により県内業者が落札しております。現在、

来年３月の完成に向けて工事が進められている

ところであります。

次に、３の開院支援業務でありますが、業務

内容としましては、新病院開院に向けて、医療

機器や什器備品の調達・移転計画の策定、物流

管理システムの計画の策定、それから新病院の

運営計画の策定などを行うものであります。

公募型プロポーザル方式で事業者を選定し、

履行期間は、新病院が開院する平成34年１月ま

でとなっております。

次に、４の今後の予定でありますが、新病院

建設工事につきましては、４月の本委員会で御

報告いたしましたとおり、現在進めております

実施設計の完了後、11月以降に、早期に入札公

告を行いまして、今年度末までに工事請負契約

を締結する予定であります。

県立宮崎病院再整備の進捗状況に関する説明

は以上でございます。

次に、病院局における障害者任免状況の確認

調査について御報告いたします。

資料の４ページをお開きください。

まず、１の国に報告した障害者任免状況につ

いてであります。

（１）のとおり、本年６月１日現在の病院局

における障がい者雇用率は法定雇用率2.5％に対

しまして2.39％、雇用者数は15名と、率は満た

しておりませんけれども、法定雇用者数は満た

しているものとして報告いたしました。

内訳としましては、障害者手帳を有している

者９名、うち重度が２名、障害者手帳等を有し

ていない者４名としておりますが、１つ目の米

印にありますように、障害者手帳については職

員調書における本人の申告等のみによって対象

者としまして、原本の確認や写しの提出は求め

ておりませんでした。

また、米印の２つ目にありますとおり、障害

者手帳等を有していない者については、職員調

書での本人の健康状態に関する申告等に基づき

まして、各病院において医師の確認を得て、障

がい者に該当するものとして計上しておりまし

たが、書面による診断書等がなかったものであ

ります。

いずれにしましても、国のガイドラインに沿っ

た確認方法ではなかったことから、２にありま

すように、全職員を対象に国のガイドラインに

のっとって、現在、障害者手帳原本や医師の診

断書による確認調査を実施しております。

その結果、２の（２）にありますように、障

害者手帳ありとしていた者のうち７名、うち重

度２名につきましては手帳の保有が確認できま

したけれども、２名については、昨年度の本人

申告からことし６月までの間に障がい状態の再

認定が行われまして、障害者手帳を既に返還し

ていたことが判明いたしました。

また、障害者手帳を有していない者につきま

しては、国に報告した４名を含めまして、改め

て医師の診断を受けるよう依頼しておりまして、

９月末までを目途に引き続き調査を行っている

ところであります。

私どもといたしましては、障害者手帳を持っ

ているとの本人の申告や所属において業務上の
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配慮が行われるなど、一定の障がい状態にある

職員について報告していたとの認識でありまし

たけれども、国の示すガイドラインに沿わない

方法で確認・報告していたことは不適切であり、

まことに申しわけなく、おわび申し上げます。

今後は、最終的な調査結果をもって、本年度

及び昨年度の国への報告を修正する予定として

おりますが、結果的に法定雇用率を達成できな

いことも考えられますので、病院現場における

職務の整理を行うなど、障がい者雇用の拡大に

向けて、必要な検討を行うこととしております。

障害者任免状況の確認調査につきましては以

上でございます。

最後に、項目に挙げておりませんが、一つ御

報告いたします。

産婦人科医の確保が難しく、分娩の受け入れ

が困難な状況でありました小林市立病院につき

まして、先日、小林市が公表しましたとおり、

来年１月から、宮崎大学とともに、宮崎病院よ

り医師を派遣することといたします。詳細につ

きましては今後詰めていくこととなりますけれ

ども、これによりまして、昨年８月以来、西諸

地域において、分娩の受け入れが再開する運び

となったところであります。

県立病院といたしましては、引き続き本県の

中核病院として、地域医療機関等との連携強化

に取り組んでまいりたいと考えております。

説明は以上であります。

○太田委員長 執行部の説明が終了しました。

それでは、委員の皆さんの質疑を求めたいと

思います。質疑はありませんでしょうか。

○岩切委員 １ページ目の医師の確保の問題な

んですけれども、（２）の医学生病院見学ツアー

に県外大学２名とありますが、具体的な大学名

は言えないかもしれませんけれども、この県外

の方がどうして宮崎の病院に関心を持たれたの

か知りたいなと思ったんですけれど、お話がで

きる範囲でお願いします。

○小田病院局次長 今回２名の方が参加をいた

だきましたけれども、どういうふうにこのバス

見学ツアーを知ったかというのは、その情報の

入手の経緯については確認をしておりませんが、

お二人とも宮崎出身でございまして、恐らく宮

崎での研修を選択肢の一つに入れていただいて

いる方ではないかなというふうに思っておりま

す。

○岩切委員 宮崎出身だったのでということで

納得がいきました。病院局の任務ではないんで

すが、参考までに、宮崎から県外の医学系の大

学にどんな人材が、どれくらい行っているかと

かいうようなものは、どこからか入手できてい

ないでしょうか。

○小田病院局次長 残念ながら、そういう情報

は、関係部局のほうから手に入れておりません

が、例えば今回の病院ツアーについてもそうな

んですけれども、逆の意味で申し上げますと、

宮崎大学の地域枠や地域特別枠の学生さんには、

所管部局を通じて、この御案内を差し上げるこ

とで周知を図っているところではあります。

○丸山委員 この研修医を確保するためには、

病院のカラーをしっかりと出さないと、研修医

が魅力を感じないと思っているんですが、今後、

宮崎病院も新しく改築していこうという運びに

なって、並行してどういう病院にしていきたい

というようなカラーをしっかり出すべきだと

思っているんですが、何かそういうような特徴

を出そうという考えがあるのか。もちろん、総

合病院だから、全てやるほうがいいのか、どう

いうふうに考えていらっしゃるのかなと。ＰＲ

しないと、なかなか学生も来ないんじゃないか、
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目標がわかりづらいんじゃないかと思っている

んですが、その辺どうなっているのか、お伺い

できればなと思っているんですが。

○菊池県立宮崎病院長 県立宮崎病院ですけれ

ども、目標のカラーというのは、余りころころ

変えては困るので、高度医療をやると、県民が

必要とする医療をやるということを進めていき

たいと思います。

研修医に来ていただくために、一つは例えば

新しい救急の患者さんにファーストタッチでさ

われると。例えば宮崎大学の救急では、重症が

多過ぎて、研修医の先生に最初から診せるよう

な余裕がないと、危険だということなんですが、

宮崎病院は、軽傷、中等度もいますので、そう

いう方には、最初から研修医の先生にファース

トタッチで全部やってもらうというようなこと

をやっております。

だから、研修医の先生がやりたいことをやる

と。そうすると、次の後輩に申し伝えというか、

宮崎病院ではこういうことができるよとか、そ

ういうことが伝わって、応募してくれるという

ような印象を持っております。

○丸山委員 ぜひ研修医の方々に魅力ある形に

していただいて、少しでも多くの研修医を確保

していただけるとありがたいなと思っています。

あと各病院とも少しずつ医師数は伸びてきて

いて、以前の委員会で、目標もそれぞれ聞いた

ところなんですが、福祉保健部からいただいた

資料によりますと、医師の数は、宮崎県内で年

々ふえているんですが、平均年齢が二、三歳上

がってきていると聞いているものですから、宮

崎病院の医師の年齢が上がりつつあるのか、そ

れともうまく循環していて、高度医療に対応で

きるような医師がちゃんといるのかというのは

どういうふうに理解すればいいのか、わかれば

教えていただくとありがたいかなと思うんです

が。

○小田病院局次長 申しわけありません。病院

ごとの医師の年齢構成については、今、手元に

資料がないのでわかりませんけれども、病院に

よって若干違うかもしれません。宮崎病院につ

きましては、若い方の育成の場という機能もご

ざいますので、比較的若い方も多いのかなとい

うふうには思いますし、延岡、日南につきまし

ては、医局の派遣ということで、相当の経験を

積まれた方がいらっしゃるということだろうと

思います。実際に年齢構成がどうなのかという

のは、手元に資料がございません。申しわけご

ざいません。

○丸山委員 あと福祉保健部の情報によります

と、平成18年と28年を比較すると、30から49歳

までの医者が全体で269名減っていて、若い医者

が少ないということがあるものですから、これ

が今後の医療に影響が出てくるんじゃないかと

思っているのと、そこでどうやって食いとめる

かが重要だと思っていますので、今、県立病院

としてどうしたら食いとめられるのか。若い医

者はどうしても高度な医療を学びたいから都市

部に行く、残ってもらうためには、今の科を細

分化して、第２外科とか、そういうふうにつくっ

ていって、医者を確保していって、なおかつポ

ジションも与えてやらないと、医者として残っ

てくれないんじゃないかという話を宮崎大学で

伺ったものですから。ただ単に数だけふやして

いくのではなくて、そういった新しい第２内科

とかをつくって、ポジションもつくる必要があ

るんじゃないかと思っているんですが、そうい

う医師を確保するための組織の改革もしてほし

いというような意見を宮崎大学で聞いたもので

すから、その辺のことで協議していることがあ
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れば教えていただくとありがたいかなと思って

いるんですが。

○桑山病院局長 先ほど年齢のお話も出ました

けれども、基本的には３病院、大学の医局から

の派遣の医師を中心に動いておりますので、そ

の限りにおいては、そこそこの年齢の方が回っ

ていると。そういう意味では、最終的に県病院

に就職した先生もいらっしゃいますけれども、

そう大きく年齢は上がっていないのではないか

なと思われます。

そして、医師の確保という点では、そういう

意味では、大学からの医局の派遣に頼っている

状況がございます。きょうの資料でも、研修医

の確保の状況も申し上げましたが、専攻医とい

う３年目以降の医師の関係で申し上げると、初

期の44人のうちの32人が宮崎に専攻医で残って

いるというデータもありまして、きょうの取り

組みでも御説明したような医師になって間もな

いときの初期研修であるとか、あるいはその後

の後期の専攻医、新専門医制度の中で、宮崎に

なるべく残っていただく、そして大学の医局等

に入っていただいて、そして医師を派遣してい

ただくような、そういう取り組みを進めていく

必要があると思っています。

また、内部的には、医師に関しましては、部

長、副部長というような職の名称の変更なども

行ったりしておりまして、そういったことによっ

て、少しでも医師の意欲を高めるような努力も

行っているところであります。今後ともそうい

うニーズを踏まえながら、適切な対応を行って

まいりたいと考えております。

○丸山委員 いずれにしましても、医師の確保

は大きな課題であると思っておりますので、しっ

かりと。各大学の医局とのつながりも重要だと

思っておりますけれども、あと宮崎出身で、県

外で頑張っている医者でも、ある程度年齢が来

たときに、宮崎に帰ってきてもいいよという意

見があれば、それをうまくキャッチして、少し

でも多くの医者を確保していただいて、県立宮

崎病院ですので、小林にも派遣していただくと

いうことでありがたいことなんですが、できる

だけそういうふうに地域に貢献できるよう、マ

ンパワーをそろえるぐらい頑張っていただけれ

ばありがたいかなと思っております。

○山下委員 医師の確保については、それぞれ

努力していただいていると思うんですが、今３

病院の中で、医師不足のために休診している科

があるのかどうかと、今202名なんですが、それ

ぞれ３病院の中で医師の必要数、目標値があれ

ば教えてください。

○小田病院局次長 各病院で休診をしている診

療科でございますけれども、宮崎はございませ

ん。延岡につきましては、精神科、心療内科、

神経内科、それから眼科でございます。日南に

つきましては、精神科、心療内科でございます。

医師の数でございますけれども、一応病院ご

とに定数は決めておりまして、それからいきま

すと、宮崎は定数が85に対して現員が109、延岡

については、定数が66に対して現員が57で不足

の状況で、マイナス９です。それから、日南に

つきましては、定数41に対して現員36というこ

とで、マイナス５となっております。

宮崎病院については24定数よりも多い状況で

はありますけれども、これはある一定の時点で

定数に対して不足しているかどうかというのを

申し上げているものでございまして、医療の進

歩といいますか、医療が高度化すれば、その都

度、医療の内容も専門化し、細分化をしていく

ことになりますので、それぞれの専門医が必要

になってくる状況を考えますと、宮崎であって
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も医師は足りない状況でございます。

また、加えて外科系の診療科では、手術が必

要になりますので、これは全国同様の状況でご

ざいますけれども、麻酔科医が不足している状

況ということで、これは３病院とも同じような

状況だろうと思っております。

○山下委員 大体わかりました。休診している

診療科というのは何年も続いているだろうと思

うんですが、３病院のある地域では、高度医療

を求めるニーズはかなりあるだろうと思うんで

すよね。延岡病院でもあったことなんですが、

何年か前にコンビニ受診等で、医師の負担がか

なりあるんだと、そのことでみんな医師が逃げ

ていった、その例もあって、地域の医療とうま

くタッグを組んで、県病院だけに負担をかける

ことなく、ちゃんとお互いが地域医療を担うと

いうことで整理したと思うんですが、いまだに

これだけ医師が宮崎に集中していて、ほかの延

岡病院、日南病院が不足する原因というのは、

もうちょっと改善すべきじゃないかなと思うん

ですが、そのことをちょっと教えてください。

○小田病院局次長 なかなか難しい課題である

と思っています。基本的に県病院の医師につき

ましては、大学の医局からの派遣に頼っている

ところでございまして、大学の意向によって医

師が来るか来ないかというのはかわってくると

ころでございます。したがいまして、大学医局

との連携といいますか、毎年要請も行っており

ますけれども、そういうことを引き続きやるこ

とによって確保していく必要があるのかなと

思っております。

延岡、日南になかなか来ないというのは、ど

うしても地理的な要因もあるのかなとは思いま

すが、ただ、診療機能については、それぞれ地

域の中核病院として一手に引き受ける機能を

持っておりますので、そのあたりもＰＲしなが

ら、臨床研修医の確保もそうですけれども、診

療科医の確保についても、大学と連携をしなが

ら、積極的に取り組んでまいりたいと思ってお

ります。

○山下委員 今ちょっと触れられましたけれど

も、日南病院、延岡病院を医師が希望しない理

由は、私たちも聞くんですけれども、子供の教

育の環境とか、その辺の問題点を整理する、話

をしていく機会というのはあると思うんですよ。

ぜひその辺をちゃんと整理していってください。

それと、看護師の確保に向けても、さまざま

な就職説明会とか見学ツアーをされていると思

うんですが、どうしても宮崎の魅力、皆さん方

が説明会をするにしても、都会との比較を学生

さん方もすると思うんですよね。それは待遇的

な問題とか、給与の問題とかですよね。その辺

のギャップ、宮崎と都市との格差、いわゆる一

般の労働者にしても、都市と宮崎との格差とい

うのは歴然としているわけですから、皆さんが

これだけいろいろ学生さんとの接触をしていく

中で、その辺の壁というのは感じておられるの

か、どういう水準にあるのか、その辺をちょっ

と聞かせてください。

○小田病院局次長 まず、看護師の確保につき

まして、給与の実態がどうなっているのかとい

うところで申し上げますと、これは大都市との

比較ではないんですけれども、全国の都道府県

立病院の看護師の給与と宮崎県立病院の看護師

の給与を比較しますと、全国のほうが年間で80

万ちょっと多いという状況にあります。

ただ、一方で、県内の医療機関の看護師との

給与差というのもありまして、これは県病院の

ほうが県内の民間の医療機関よりも66万程度給

与が高い状況にあります。
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したがいまして、県立病院というのは、福利

厚生も充実していて、今申し上げたとおり、処

遇も充実している。しかも、地元で高度医療に

従事できるというような点をＰＲしていけば、

県内定着にもつながっていくのかなと思ってお

りますので、そういった面を今後もＰＲしてい

きたいと思っております。

ちなみに、ことしの試験の中で、県病院を希

望された理由を申し上げますと、病院に入って

からのキャリアアップのシステムが充実してい

るので、自分の希望と合うんだというふうな意

見も幾つか聞かれたところでございますので、

そういった面も充実をさせながら、できるだけ

県外に行かないように、県病院に就職していた

だけるような取り組みを続けてまいりたいと

思っています。

○山下委員 私たちは、常任委員会の調査で、

この前宮城県に行ってきました。その中で、都

城市で高齢者の福祉施設をやっている施設長が、

厚労省からの推薦で、宮城県に講師として招か

れているという内容だったんですが、離職率２

％ということなんですよ。

非常に注目されていて、今、大変な介護の施

設での離職率が２％と、その魅力は何なのかと

いう情報を聞きたいということで、宮城県が講

師としてお招きになったんですが、聞いてみる

と、来る職員に対して、あなたの給与はこうな

んですよと、今言われたように、都会との格差

はあると思うんですよ。地域間でも格差がある。

だけれど、自分がこの施設に来ることによっ

て、あなたの生涯の給与はこうなりますよとい

う説明をしている。働く魅力、そしていわゆる

給与格差ということで、皆さん給与の高いとこ

ろに、福利厚生のいいところに行くと思うんで

すよ。

だから、そこのところをしっかりと理論を整

理して、そういう話をしていかないと、ただ目

先だけで言ってたって、学生はなかなかうんと

いう返事をしないと思うんですよね。そこの戦

略をしっかりと考えていくことも大事かなと思

うんですよね。

○太田委員長 要望ということでいいですか。

○山下委員 はい、いいです。

○井上委員 先ほど宮崎病院のほうは、研修医

を迎えるに当たっての県立宮崎病院のありよう

についてお話をいただいたんですが、延岡と日

南の病院長はどんなふうにお考えなのか、そこ

をお二人にお聞かせいただきたいんですが。

○栁邊県立延岡病院長 研修医を確保するに当

たっては２つの視点があると思うんですけれど、

１つは、病院の機能を高めておくこと、あるい

はいろんな症例を経験できること、そういう病

院としての姿勢と、それからもう一つは、研修

医がどういうことができるのかということ。

都会は症例も多いですけれども、研修医の数

も多いので、１人当たりにすると、非常に減っ

たりとか、あるいは自分で手を出す部分は少な

いというのもあります。当院は、縦連携、横連

携と研修部長がよく言っていますけれども、各

診療科に来ても、救急などを通じて、ほかの診

療のところも学べると、あるいは聞くといろん

なことを教えてくれますので、そういう聞きや

すい体制と、あと見学じゃなくて、自分で手を

出す。

手術にしても、あるいは救急にしても、最初

から指導医が行くと、指導医がやって、研修医

の先生たちは見学で終わることが多いですので、

まずは研修医の先生が自分で行って、話を聞い

て、自分なりに診断、検査とか、そういうのを

立てて、その後でディスカッションする、そう
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いう自分で考えたりやったりする機会をできる

だけ設けているというのをアピールしたり、あ

るいは学会発表とかしますけれども、そのため

に院内学会でのトレーニングとか、そういうの

をさせたりとか、研修医が医者をやっていく上

で実際に役に立つようなことをやっているとい

うのをアピールしています。

○峯県立日南病院長 私どもの病院もいろんな

診療科がありますので、特定の診療科に特化し

ているわけではありませんけれども、過去に臨

床研修医として学んでくれた先生たちにいろい

ろ話を聞くと、うちの一番の魅力は、宮崎病院

もそうだったんですけれども、コモンディジー

ズといいますか、日常によく遭遇する疾患を診

られると。それと各診療科の先生たちが指導医

となって研修医を指導しますので、それが一番

勉強になったということを言ってくれます。

そういうものを前面に出して、見学に来てく

れる学生さんには、そこのところを強くアピー

ルして、宮崎大学の学生さんがそのまま研修医

で来てくれる数が一番多いので、彼らは、先輩、

後輩の関係で、口コミで、一番情報が入ってく

るんですよね。ですから、そういうところを大

事にして来てもらうように心がけています。

○井上委員 宮崎の中で、県立病院が持ってい

る役割というのをきちんと、はっきりしていた

ほうがいいと思うんですね。宮崎とか東諸の圏

域のところだと、医師を選ぶ、病院を選ぶこと

が可能になってくるわけですけれども、県北の

ほう、県南のほうとなると、延岡病院と日南病

院というのは、そういう意味では、非常に大き

な意味での地域の皆さんの力だと思います。

ですから、地域にある病院、民間病院との連

携をどうとっていくのか、その地域の人たちを

どう診ていくのかというのが、私は、この２つ

の県立病院の大きな力でもあるというふうに思

います。県北のほうは、一番山間地もあるわけ

で、その地域医療との連携というんですか、そ

ういう意味でいう力、バランスというのが大変

必要になってくると思うんですけれど、そのあ

たりについてはどんなふうにお考えなんでしょ

うか。

○栁邊県立延岡病院長 当院は地域医療支援病

院ですので、そういう委員会もやっています。

それで、年間を通じて、当院の紹介率が大体86.

数％だろうと思うんです。あと急性期が終わる

と、地域の先生にお願いして診ていただく逆紹

介率は100％前後を推移していると思います。昔

は県病院に何でもかんでもお任せというパター

ンになっていたと思いますけれど、医師不足も

ありますし、連携をきちっと、重症になったら

当院が診ますので、よくなった人たちについて

は、転院も含めて、管理をお願いしますという

ことを日常的にやっています。

○井上委員 日南はどうですか。

○峯県立日南病院長 日南病院も７月に地域医

療支援病院の認定を県からいただきまして、10

月から正式に、その前にも既にいろいろ広報は

しているんですけれども、さらに徹底しようと

思っています。一番大事なのは、周囲の開業医

の先生とのすみ分けだろうと思うんですよね。

例えば、一番いいのは、南那珂の医師会の先生

たちが365日、夜の７時から10時まで夜間急病セ

ンターというのをやっていらっしゃるんですけ

れども、その時間帯で比較すると、県病院を受

診される患者さんの大体３倍の患者さんを医師

会の先生たちに診ていただいているので、そう

いうところがそれぞれの開業医の先生と公立病

院のすみ分けかなと思っております。

○井上委員 研修医の先生方にも、地域の中で
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生きるという人たちがたくさんいて、その中で

の先生方の状況も、この医学生の病院見学ツア

ーでアピールしていただくようにお願いしてお

きたいと思います。

それと、もう一つ、先ほど岩切委員からも出

ましたけれども、宮崎で医大を受験する生徒さ

んは随分いるわけですよ。そして、先生方が振

り分けをしていらっしゃるかもしれませんが、

ある意味、固定的とも言えるような感じで多分

医学部を選んでおられて、そんなにばらつきは

ないと思うんですね。よほどの専門性がない限

りはですね。

ですから、その後追いといったらおかしいん

ですけれども、きちんとそのデータというのは、

把握しておく必要があると思うんですね。その

人たちにアクセスをして、県人会ではないんで

すけれども、常々そういう形で連携をとってお

く必要があると思うんですね。

教育委員会の把握だけでいいのかどうかは別

としても、きちんとしたデータを集めておいて

いただきたいと、積み上げておいていただきた

いと思うんですけれど、そこはいかがなんです

かね。

○小田病院局次長 県内から県内外の医学部に

進学される方のデータということで申し上げま

すと、まだそのデータの入手までは至っていな

いところでございます。

ただ、委員のおっしゃるように、今後、県立

病院に研修なり、就職していただく方をふやす

という意味では、データとして確保する必要も

あるのかなと思っていますので、ちょっとどう

いう把握ができるのかは所管部局に聞かないと

わかりませんが、そのあたりと調整をしてみた

いなというふうに思っています。

加えて、補足で申し上げますと、いろんな病

院説明会を県外でも開催しますので、県外の医

学部に進んだ本県出身の方も来られます。その

来た方に対して、今度は綿密にフォローしてい

くという手法もあるのかなと思いますので、そ

ういったことも重ね合わせながら、おっしゃる

ような医師の確保、定着を図っていきたいなと

思っております。

○井上委員 あともう一つ、さっきの看護師確

保の関係のことなんですけれど、どこで暮らす

かというのは大変重要なことなんですね。女性

が多いわけですが、どこで暮らすかということ

を一生涯を通じて考えたときに、本当に都会に

行ったときに高額な給与が得られるかどうかと

考えたら、そのシミュレーションってとても大

事だと思うんですよね。

一生涯を通じたときに、物価の問題もあるで

しょうし、暮らしやすさもあると思うんですけ

れど、そういうあなたの一生はみたいな、ある

程度のシミュレーションを書いて差し上げると

いうのは、とてもいい提案ではないかなと思う

んですね。

それと、途中で看護師の資格を持ちながらや

める方というのは多いわけですから、なぜやめ

ないといけないのかというところも含めて、こ

れを今見る限りでは、看護大を卒業された皆さ

んのことばっかり書いてあるわけですけれども、

資格を持ちながら途中でやめておられる方もい

らっしゃるわけですから、その方たちの対応と

いうのをきちんとしていただくといいなと思い

ますけれども、一旦おやめになった方たちの対

応というのはどういうふうにされているんで

しょう。

○小田病院局次長 看護師の採用試験の中には

経験者採用というのがございまして、43歳まで

の方については受験が可能となっておりますが、
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一旦現場を離れてしまった方について、県立病

院のような急性期病院に再度勤務することが直

ちにできるかどうかというのは、なかなか難し

い面があるかなと思っております。福祉保健部

のほうでも、事業としてそういう離職された看

護師の方の再就職支援をやっているのではない

かなと思いますので、その辺の情報を得ながら、

今申し上げた経験者採用についての周知をして

いきたいなと思っています。

○井上委員 都会にいて、自分がやってきたこ

とに何かひずみじゃないけれども、違いを感じ

たりして、地元に帰ってこられている方たちも

多いと思うんですよね。少々のリハビリがあれ

ば、やっていける人たちもいらっしゃるのでは

ないかなというふうにつくづく思います。

もし、宮崎にＵターンして帰ってきたときに、

本当に県立病院に採用が可能という状況がある

とするなら、それは大きなステータスになると

思うので、ぜひそこにも門戸を広げていただい

て。ある程度のリハビリは、本当必要だと思う

んですよね。そこも入れた上で、採用というの

は考えていただくと、この43歳までというのは

微妙な年齢なんですけれど、そこをいろいろ考

えながらやっていただくといいなと思っていま

す。

○外山委員 毎回この医師の確保とか看護師の

確保と。現状として、今そういう情勢にあるの

はわかりますが、鹿児島とか、熊本、大分、福

岡あたりの九州各県も状況としては、同じ課題

を抱えているのかな。

例えば、宮崎県内でも、県北、県央、県南で

この業界に限らず、一般の事業所でも多少格差

があるように、問題があるんだけれども、どう

なんでしょうね。宮崎だけが非常に厳しい環境

にあると思いたくないけれども、他県も同じこ

とで悩まれているのかな。

○桑山病院局長 正確なお答えはなかなか難し

いんですけれども、医師に関して申し上げます

と、最近よく話に出るのが、県立病院では、九

州大学、熊本大学、鹿児島大学からも派遣いた

だいていますけれども、九州大学は医師が集まっ

ておりますが、熊本、鹿児島あたりになります

と、熊本県、鹿児島県の中でも、なかなか確保

が難しいのに、なぜ宮崎県に出すんだというよ

うな声もあるという話をお聞きします。御承知

のとおり研修医等は九州大学とか、あるいは首

都圏とか、都会に集中する傾向がありますので、

それ以外の地方においては、同じような医師不

足が起きているものと思っております。

また、看護師に関しましても、本県は供給県

というような状況がずっと続いているわけであ

りますけれども、今後の高齢化の進展に伴って、

いわゆる在宅ということになりますと、看護師

不足が全国的にあるわけでありますが、今はど

ちらかというと、地方のほうが不足ぎみだと思

いますし、今後、高齢化が都市部で急速に進み

ますと、都市部において、また急速な看護師不

足などが今後起きてくるものではないかなとい

うふうに思っております。

○外山委員 産婦人科医の数は全国で減ってい

るんですか。宮崎に限らず全国的にどうなんで

しょう。

○桑山病院局長 最近目にしたデータで、正確

な数字は覚えていないんですけれども、産科、

小児科については減ってきているという状況が

ありまして、本県においても、そのあたりをタ

ーゲットにしたいろんな支援策をとったりして

きているわけですけれども、最近は比較的下げ

どまりといいますか、少ない中でも、減少傾向

が緩やかになっていて、むしろ外科系のほうが
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不足ぎみ、減少の率が大きくなっているという

データも見られます。

○外山委員 いわゆる麻酔科医、日南の県病院

も少ないんだけれど、どれくらい減少傾向にあ

るんですかね。

○菊池県立宮崎病院長 全国的に見ると、新し

いドクターの中では、東京都とかは、麻酔科医

はふえているんです。ふえているんですが、九

州管内を見ると、圧倒的に足りません。例えば、

九州大学でも足りないと、ましてやほかの病院

は全然足りないということです。なぜかという

と、麻酔科は手術のときに麻酔かける、それ以

外に緩和ケアをやる、ＩＣＵを担当するとか範

囲が非常に広くなった。

あと麻酔科の先生は、フリーランス、医局に

属さない先生が結構多くいらっしゃるというこ

とで、医局のグリップがきかないので、例えば

宮崎病院とかに派遣がなかなか難しいとかいう

ようないろんな情報を聞いております。都会で

はふえているようでございますが、九州はなか

なか難しいです。

○外山委員 悩ましいですね。結構です。

○日高副委員長 まず、医学生病院見学ツアー

についてなんですけれど、先ほど説明もあった

んですが、この９名の方がなぜこのツアーに参

加したのかというのはしっかりと聞き取り調査

をして、アンケートでもとって、次につなげる

ということが必要だと思うんですよね。

今の次長の答弁で、多分宮崎県出身だからじゃ

ないかというのでは、次につながりようがない

からですよね。その辺は今度２回目もあるので、

しっかり聞き取りするべきじゃないかなと思う

んですが、その辺どう考えていますか。

○小田病院局次長 副委員長のおっしゃるとお

りだなと思います。確かに私どもこの見学ツア

ーをどのように周知するかといいますと、先ほ

どちょっと申し上げましたけれども、大学の地

域枠、地域特別枠の方に周知したり、各病院、

それから病院局全体のホームページに載せたり

しておりますけれども、実際その方々がどうい

う動機でツアーに応募するのかと。もちろん、

研修医の研修先として選択肢に入れていただい

ているんだろうとは思いますけれども、先ほど

おっしゃったように、だろうではいけないなと

思いますので、そのあたりは実施後のアンケー

トはとるんですけれども、その動機の面も含め

たフォローというのをしっかり行っていきたい

なと思います。

○日高副委員長 その辺は、ぜひお願いをして

おきたいところであります。

また、先ほどちらっと局長のほうからあった

んですが、この医師不足の中で、今後、外科医

が極端に少なくなると。これは宮崎医大に行っ

たときも、宮崎の場合、今、現実的に外科医が

少ないんだと、だからこの医師不足の中でもど

ういう構成で、どの辺の医師が少なくなって、

どこが安定しているというような分析も必要に

なってくるんじゃないかなというふうに思うん

ですけれど、その辺はどうお考えなんですかね。

○小田病院局次長 おっしゃるとおり、診療科

ごとに医師の確保状況というのは整理をする必

要があるかなと思っています。一応、各病院に

おいて必要な目標、医師数というのを設定いた

だいて、それの過不足というのは一定の整理は

しているんですけれども、ただ、先ほども申し

上げましたとおり、診療科の内容が専門化して

高度化してくると、細分化する傾向にあります

ので、今後どういった疾病環境の変化があるの

かというのも見据えた上で、必要な医師の確保

を行っていく必要があろうかなというふうに
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思っています。そのあたりもにらみながら、診

療科ごとの医師の確保については整理をしてい

きたいなと思っています。

○日高副委員長 専門の院長先生方がいらっ

しゃるわけですよ。だから、先を見据えて、そ

の辺は取り組んでもらいたいなと、そうなって

からじゃ遅いのかなという気もしております。

ちょっと質問が逆になったんですけれど、県

立宮崎病院に私たちが調査に行ったときに、救

命救急に行ったんですね。当然、研修医の方に

ぜひ宮崎に残ってもらいたいというのが、僕た

ちにもあるから調査に行ったんですが。調査に

行ったら、救命救急の指導医というんですか、

その方が、この県立宮崎病院はコンビニ診療み

たいに、大したことないのに県北から来て、そ

のたびに我々が出ないといけないと。こんな病

院の機能だったら、研修医には宮崎病院なんか

来ないほうがいいとみんなに言っているという

ことも言われておりました。

これで本当に、医者、研修医が根本からふえ

ていくのかなと正直危惧をしていて、びっくり

することもあったんですけれども。そこら辺あ

る程度、病院内の連携ですよね。その辺をやっ

てもらいたいなというのがあるんですけれど、

その辺の院内のネットワークづくりってどう考

えているのか、その辺ちょっとお伺いしたいん

ですが。

○菊池県立宮崎病院長 不適切な発言があった

みたいで、申しわけありませんでした。救急の

現場においては、とにかく来た人は診るという

ことで、来た人を断ることはないということで

すね。全般的に、宮崎市内の救急はどういう感

じになっているかというと、御存じのように、

夜間急病センターのほうで１次救急を診ると。

軽い人は診てもらって、あと救急車等で要請が

あったものは、宮崎の救命センターのほうに来

るということです。ですから、今のところは、

宮崎病院においてはウオークインみたいな、と

にかくちょっと来たというようなことは非常に

少ないと思います。

あとどういう趣旨で、そのドクターが発言さ

れたか知りませんが、来た人は、軽くても中等

度でも、研修医にとっては非常に貴重な症例で

すので、それはファーストタッチでちゃんと診

ていただくということだと思います。

あと院内に関しては、もちろん救急は１泊２

日ぐらい診ますので、余り長くなるようであれ

ば、各診療科のほうと相談するというようなこ

とになろうかと思います。

ただ、救急科において在院日数は、恐らく四、

五日だろうと、５日を切ると思います。ですか

ら、救急科で入って院内に行くというのももち

ろんありますが、一番多いのは救急科から外の

連携している病院のほうに後をお願いしますと

紹介するほうが多いと思います。そういうよう

な状況ですね。

○日高副委員長 そのときは、その日に手当て

して、タクシーで帰られたとかいう話だったん

ですよね。いろんな地域に、医師会がつくって

いる夜間急病センターもあるわけですね。入郷

地区と言いよったですね。何でそこから宮崎病

院にわざわざ行かないといけないのかと、救急

車が連れていったみたいですけれど。その辺も

あって、それはそれとして、やはり研修医の士

気を高める必要があると思うんですよね。その

辺をもうちょっとやってもらいたいなと、ぜひ

お願いします。これ以上は言いません。

それと、最後に看護師についてですが、看護

師は女性の方が結構多いと思うんですが、育児

休業というのがあると思うんですね。育児休業
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になってくると、これだけ看護師がいますよと

いっても、現実稼働している看護師がどれくら

いいるのかなと思っているんですよね。今、１

年、場合によっては相当な期間、育児休業って

ありますよね。

○小田病院局次長 後ほど正確なデータを申し

上げたいと思いますが、育休者が大体100名いる

という状況でございまして、この方々について

は、臨時職員の看護師を採用して補充をしてい

るところでございます。この育休者の増加とい

うのも、現場では看護師不足の原因にもなって

いるかなというふうに思っておりますので、臨

時職員による看護師の補充であったり、また全

体的に看護師業務の負担が軽減されるように経

験者の中途採用とか、そういうこともしっかり

行っていきたいなと思っています。

済みません。ことしの４月１日現在で、産休

者、育休者、合わせて114名でございます。推移

を見ますと、100名前後でずっと推移をしてきて

いるということでございます。

○日高副委員長 それに対する臨時職員ってど

れぐらいいるんですかね。

○小田病院局次長 しばらくお待ちください。

済みません。

○日高副委員長 例えば、お盆休みとか正月休

みがとれない、延岡病院の看護師はきついとい

う声も聞いたりします。それは患者さんがいて、

看護師が仕事をしっかりこなすのは当然のこと

でありますけれど、働き方改革とかあるわけで、

その辺ももうちょっと、余裕はないかもしれな

いけれど、ある程度臨時職員がそこにはまって

くる中で、働き方改革の中でもしっかりやって

いけるような体制づくりをお願いしたいと思い

ます。

○太田委員長 数字は出ますか。

○小田病院局次長 ちょっと時点が違いますけ

れども、ことしの９月１日現在でナースエイド

も含んでですけれど、95名の代替職員を配置し

ているところでございます。

○丸山委員 今、副委員長が働き方改革の関連

で言われたんですが、医師のほうは５年間は一

応猶予というふうにはなっているんですけれど

も、看護師、事務職含めて、いろんな働き方改

革をしていかないといけないのかなと思ってい

るんですが、今現時点で、病院局としてその辺

の対策なんかはどのように捉えられているのか

というのをお伺いできればなと思っているんで

すが。

○小田病院局次長 まず、端的に数字で申し上

げますと、時間外勤務の状況でございますけれ

ども、医師が昨年度の実績でいくと、これは月

平均になると思いますけれども、35時間、コメ

ディカルスタッフが21時間程度、それから看護

師が14時間弱ぐらいということで、看護師の方

は夜勤が入りますので、当然時間外としては、

そう出てこないのかなというふうには思います

が、ただ、時間外についてもふえる傾向にはあ

るのかなというふうには捉えています。

これにつきましては、医師もそうですけれど

も、診療体制の見直しが、この時間外の縮減に

つながってくる面もあるのかなというふうに思

いますし、あとは業務の効率化というところも

あるかなと思っています。昨年から経営改善事

業で、コンサルタントに委託をして、そういっ

た業務効率化についても提案をいただいて、実

現できるものは実施をしてきておりまして、看

護師については、昨年と比較すると、かなり時

間外が縮減されたということで、例えば日南病

院ですと、看護師の時間外が何千万か減ったと

いうところもございまして、業務改善によって
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も、時間外縮減が図れるのかなと思っておりま

すので、今後もそういったいろんな職種につい

て改善ができればセーフティーに取り入れてま

いりたいなと思っています。

○丸山委員 あとは有給をこの５日間はしっか

り指定してとらないといけないとか、いろんな

規定も新しくはまってくるものですから、それ

に対応していくことによって、働きやすい環境、

働きたいという場所につながってほしいなと

思っておりますので、働き方改革についてしっ

かり取り組んでいただくようよろしくお願いし

たいと思っております。

○太田委員長 よろしいでしょうかね。次の県

立病院の再整備の進捗状況等についてはありま

せんか。なければ、３番目のテーマに移ります。

○岩切委員 障がい者雇用の問題については、

全国的な問題でありまして、ガイドラインとの

関係という理解の仕方もあるとは思うんですけ

れども、もう一つ大事なポイントとして、この

制度は、社会に存在をされる障がい者の方に仕

事をということで始まって、長い年数たってき

ているんです。

それで、現実には、現在いる被雇用者の中で

何人いるかということでのパーセンテージにな

るんですけれども、病院局での障がい者雇用と

いうのは、知事部局と違って、特別枠とかを

ちょっと聞いたことがなかったものですから、

そのあたりは現実どうなんでしょうかね。

○小田病院局次長 いわゆる医療職種について、

特別枠で採用をすることについては、これまで

実施したことはございませんし、各都道府県を

見ましても、３県程度しか特別枠の採用は行っ

ていないところでございます。また、例えば薬

剤師については、行政現場と、それから病院を

就業場所として特別枠で採用するということで、

必ずしも採用された方が病院に行っているかど

うかもわからないところでございまして、全国

的にも医療職の特別枠採用については、極めて

少ない状況でございます。

○岩切委員 知事部局と病院局を行き来する職

員は随分少なくなりましたので、採用していく

という視点から検討する時期は近づいてきてい

るのかなと思います。

ただ、対人サービスの現場なので、なかなか

固定的に難しいとは思いますけれども、現実就

業された後に疾病等で障がい者になりました、

その数がこれだけいるので、障がい者雇用率は

満たしておりますという論ではなかろうという

思いが一方ではあるものですから。病院局にお

ける事務部門とか、そのほかの工夫で、障がい

者に就労の場をという発想からどうすればいい

のかというようなものは、一度点検されること

をぜひお願いしておきたいと思っております。

○井上委員 関連して、全く同意見なんですけ

れど、今回のを見て、非常に不思議に思ったん

ですけれど、法定雇用率でいうと、病院局は何

人いたら法定雇用率をクリアしたということに

なるんですか。

○小田病院局次長 ことし６月１日の時点で法

定雇用率を満たすということでいきますと、16

人ということになるんですが、先ほども御報告

いたしましたとおり、2.39％ということなんで

すが、法定雇用者数は数としては満たしている

ということになるものですから、一応障がい者

雇用についてはクリアをしているというところ

でございます。

なぜこういった状態が生じるかといいますと、

もちろん算定基礎職員数がありまして、それ

に2.5％をかけますと端数が出ますが、その端数

については切り捨ててよいという手続になって
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おりまして、それを切り捨てて法定雇用者数を15

名として計算し直すと、2.39％になるというと

ころでございます。

○井上委員 だから、中途障がいというか、普

通に採用されたけれども、その方が途中で、内

部疾患なりで障害者手帳を持つようなことが

あったときには、その方を１と数えるわけです

よね。そういう状況ですよね。

だから、よく考えておかなければならないこ

とは、多分そういうふうにして、誰か障害者手

帳を持ってる人はいないかと数えて、それが16

になればオーケーという言い方は、ちょっと当

たらないんじゃないかなと思うんですよ。

だから、先ほど岩切委員からも出たように、

障がい者の方をどう採用できるのか、どういう

職種で採用をしていって、本来は16以上の方た

ちがいっぱいいないといけないわけです。内部

疾患の方というのは、採用された後の方たちで

すからね。

ですから、本来は16よりも多い人数の方がい

て当然なんですよ。そういうふうに私は理解し

ますけれども。途中で、内部疾患で障害者手帳

を持つようになった、その人を雇用しているか

ら法定雇用率はクリアしているという考え方は、

この本来の趣旨から非常に外れていると思うん

ですね。

だから、今回自分のところで検証してそうなっ

たわけではないけれども、全国でこういうふう

に出てきたということから考えると、この法定

雇用率というのは、非常に危ういものじゃない

ですかね。

だから、病院局としてどういう部署で、どん

な仕事だったら実際に今後も採用を続けていけ

る、そして新たな人たちを受け入れることでき

るということがきちんと出てこないと、手帳を

持っている人が何人もいるからいいんですわで

は済まない問題ではないかなと思うんですよ。

だから、宮崎県全体、宮崎県執行部全体で、

そこの議論がちゃんとされないといけないので

はないのかなと思うんですけれど。病院局とし

ては、障がいのある方を受け入れることが難し

い職種もあると思いますが、そこをしっかりと

検証する必要があると思うんですけれど、それ

の準備はどうなっているのかなと。

○小田病院局次長 誤解を恐れずに申し上げれ

ば、確かに率を満たせばいいという問題ではな

いのかなというふうには思っております。

ただ、医療現場というのは、当然、高度急性

期医療を担います。それから、一たび災害にな

れば、災害拠点病院としての機能も担います。

そういった中で、障がい者がどういう業務で、

どういう分野で、どういう職種の方が働けるか

というのは、やはり患者の安心・安全というこ

とを前提にして考えますと、確保については難

しい課題があるのかなとは思っております。

ただ、障がい者の雇用は必要な取り組みでご

ざいますので、そういう観点から、今回全職員

を対象に点検をしているところでございます。

例えば内部障がいのある方がこういう業務上の

配慮をすれば、こういう業務で働けるとか、そ

ういったものがわかってくるかなというふうに

思っていますので、そういう今回の調査結果も

参考にしながら、今後の障がい者雇用の検討に

つなげていきたいなと思っております。

○井上委員 これはどこが主たる担当部局にな

るのかがちょっと曖昧で、だから福祉保健部と

も議論してみないといけないところもいっぱい

あるわけですけれども、そういう意味から言う

と、表に出したくない方も絶対いらっしゃいま

すよね。そういうことを絶対表には出したくな
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いという方もいて、だからそういう方たちを表

に出させるためのという考え方だと、本当にま

ずいと思うんですよ。

だから、そういうことではなく、本当に障が

いのある方を雇用できる体制をつくり上げてい

くことが基本的にないとおかしいと思いますね。

だから、病院局は、病院局としてどうなのか

というのはきちんと把握しなければいけないと

思うんですよ。医療機関だから、障がいのある

方を受け入れられないということはないと思う

んですよ。だから、よく考えていただきたい。

そこをしっかりと考えていただかないと、今の

法定雇用率なんていうのは、うそだと私は思い

ます。病院局の法定率をクリアしているという

言い方は、うそだというふうに思わざるを得な

いと思います。

ですから、どう採用していくかということは

しっかりと、ちゃんと考えておいていただけた

らいいなと思いますけれど、そこはいかがなん

ですかね。

○小田病院局次長 資料では、法定雇用者数は

満たしているので、満たしたという報告をした

と申し上げたところなんですけれども、実際、

国のガイドラインに沿った確認の仕方はしてい

ませんでしたので、それを踏まえて、まずは手

帳の確認をしたところ、９名としていたのが７

名になったということです。それ以外の障害者

手帳を有していない４名についても、現在、調

査中ということでございますが、手帳保有者だ

けの７名でいきますと、これは法定雇用率、あ

るいは法定雇用数は満たしていない状況だろう

と思っているところであります。

今後、最終的な調査結果を踏まえてというこ

とにはなりますけれども、手帳を保有していな

いものでも、診断書があればいいということに

なっておりますので、少しはそのカウントがふ

える可能性はあると思いますけれども、法定雇

用率を満たすかどうかというのは、現時点では

ちょっと厳しい状況にもあるのかなというふう

に思っています。

○井上委員 かみ合ってはいないと思います。

はっきり申し上げて、議論はかみ合っていない

と思うんですよ。私は、理念のところも申し上

げているわけだから。かみ合ってはいないけれ

ども、ここは真剣に人事担当のところとしっか

りと考えていく必要があると思いますので、本

当に考えていただきたい。

○太田委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 なければ、報告についての質疑

を終わりますが、その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、以上をもって病院局

を終了いたします。執行部の皆様お疲れさまで

した。

暫時休憩いたします。

午前11時23分休憩

午前11時26分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました議案等について、

概要説明を求めます。

○川野福祉保健部長 おはようございます。福

祉保健部でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。

議案等の説明に入ります前に、おわびと御礼

を申し上げたいと思います。

まず初めに、おわびでございますが、旧優生

保護法の関連でございます。旧優生保護法に基

づく優生手術を受けた個人が特定できる資料に
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つきましては、昨年９月に一部の職員がその存

在を確認していたにもかかわらず、関係部局間

の情報共有不足によりまして、公表が大きくお

くれる事態となりました。

また、これによりまして、７月19日に開催さ

れました厚生常任委員会におきまして、事実と

異なる報告を行うこととなったところでござい

まして、県民の皆様、県議会の皆様には大変御

迷惑をおかけいたしました。心よりおわびを申

し上げたいと思います。

なお、本件につきましては、現在、民間施設

等における資料の保管状況の調査を進めている

ところでございますが、これまで２つの福祉施

設で、優生手術に関する３名分の個人記録が保

管されているということが確認できたところで

ございます。

本日は、この分も含めまして、県がこれまで

に実施しました調査結果の全容につきまして、

後ほど御報告させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

次に、御礼を申し上げたいと思います。

先月28日でございますが、宮崎市民文化ホー

ルで開催いたしました第43回、宮崎県さんさん

クラブ大会におきましては、外山副議長、そし

て太田委員長を初め、委員の皆様方には御臨席

いただきましてありがとうございました。おか

げさまで、当日は約1,000名の老人クラブの関係

者が御出席いただきまして、盛況のうちに無事

に大会を終えることができました。この場をお

かりしまして、御礼を申し上げたいと思います。

それでは、座って説明させていただきます。

当委員会に御審議をお願いしております議案

等につきまして、概要を御説明申し上げます。

お手元の厚生常任委員会資料の表紙をめくっ

ていただきまして、目次をごらんください。

本日の説明事項は、予算議案１件のほか、報

告事項が２件、その他報告事項が３件でござい

ます。

まず、予算議案についてでございますが、資

料の右側１ページをごらんください。

議案第１号「平成30年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）」でございます。

補正額につきまして、福祉保健部では、一般

会計で１億3,052万7,000円の増額補正をお願い

しているところでございます。

主な内容としましては、効率的かつ質の高い

医療提供体制の構築を図るため、宮崎市郡医師

会病院等の整備を支援する事業や本県の周産期

医療の中核的な役割を担う総合周産期母子医療

センター及び地域周産期母子医療センターのＮ

ＩＣＵ等の運営費に対する補助を行う経費等を

お願いするものでございます。

この結果、福祉保健部の一般会計予算額は、

右から３列目の補正後の額の欄の下から５行目

のところですが、1,072億8,085万7,000円となっ

ております。

各課の補正予算の詳しい内容につきましては、

この後、担当課長が説明いたしますので、御審

議のほどよろしくお願いしたいと思います。

次に、報告事項についてでございますが、資

料の左側、目次をごらんください。

まず、報告いたしますのは、県が出資してい

る法人等の経営状況についてでございます。

地方自治法に基づく報告としまして、公立大

学法人宮崎県立看護大学ほか１法人、そして宮

崎県の出資法人等への関与事項を定める条例に

基づく報告としまして、公立大学法人宮崎県立

看護大学ほか４法人の報告をいたします。

次に、地方独立行政法人法に基づきまして、

公立大学法人宮崎県立看護大学の平成29年度の
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業務実績に関する評価結果について、御報告い

たします。

詳細につきましては、それぞれ関係課長から

御説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

続きまして、その他報告事項についてであり

ますが、目次に記載がありますとおり、医師修

学資金貸与制度の返還免除条件の一部変更につ

いてほか２件について、担当課長から御説明い

たしますので、よろしくお願いいたします。

私からの説明は以上でございます。

○久保医療薬務課長 医療薬務課でございます。

それでは、医療薬務課の補正予算について御

説明させていただきます。

お手数ですが、お手元の平成30年度歳出予算

説明資料、医療薬務課のインデックスのとこ

ろ、15ページをお開きください。

今回のお願いしております補正額は、左の補

正額の欄にありますとおり、6,656万1,000円の

増額補正でございます。

この結果、当課の補正後の予算額は、右から

３列目の補正後の額の欄にありますように42

億3,432万7,000円となります。

次の17ページをお開きください。

ただいまの補正の内容となります。

（事項）救急医療対策費の新規事業「宮崎市

郡医師会病院等整備事業」として6,656万1,000

円の増額補正でございます。

また、今回の補正にあわせまして、債務負担

行為の追加をお願いしております。

資料が変わりまして、次は、平成30年９月定

例県議会提出議案の５ページをお開きください。

こちらに記載してございますとおり、債務負

担行為の補正といたしまして、「宮崎市郡医師会

病院・宮崎看護専門学校整備事業」といたしま

して、期間を平成30年度から平成32年度まで、

限度額を12億610万6,000円とし、債務負担行為

の追加を行うものでございます。

ただいま御説明いたしました補正予算及び債

務負担行為の内容につきましては、常任委員会

資料で説明したいと思います。常任委員会資料

の２ページをお開きください。

まず、１の目的・背景でございます。

この事業は、地域の中核的な役割を果たして

いる宮崎市郡医師会と宮崎善仁会病院の新築整

備を促進するとともに、これからの医療の担い

手でございます看護師等を育成する宮崎看護専

門学校の整備を支援するものでございます。

次に、２の事業概要ですが、まず（１）とい

たしまして、宮崎市郡医師会病院整備事業につ

きましては、この宮崎市郡医師会病院が宮崎西

インターチェンジ近くに新築移転することとし

ておりまして、平成30年10月に着工し、32年８

月の開院を目指しておりますことから、医療計

画の推進等に資する施設・設備の整備に係る費

用に対する補助を行うものでございます。

続きまして、（２）宮崎善仁会病院整備事業に

つきましては、宮崎善仁会病院が同一法人の運

営する市民の森病院と合併いたしまして、現在

の病院の北側に新病院を建設することとしてお

り、今年度着工で、平成32年開院を予定してお

りますことから、災害時の医療の確保に必要な

整備に係る費用に対する補助を行うものでござ

います。

次に、（３）看護師等養成所施設整備事業につ

きましては、宮崎看護専門学校が宮崎市郡医師

会病院の移転整備と合わせまして、現在の宮崎

市大坪西から、この市郡医師会病院と同じ敷地

内に移転することとしており、こちらも平成30

年着工、32年開校予定としております。その施
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設整備の費用について、補助を行うものでござ

います。

次に、３の事業費でありますが、総額は今回12

億7,266万7,000円となっておりまして、その財

源として、１つ目の丸の国庫補助活用分が6,656

万1,000円、２つ目の丸のところにございます地

域医療介護総合確保基金活用分で12億6 1 0

万6,000円となっております。

１つ目の丸の国庫補助活用分につきましては、

今回補正をお願いする分でございますが、宮崎

市郡医師会病院の整備に4,800万3,000円、宮崎

善仁会病院の整備に1,855万8,000円でございま

す。

また、２つ目の丸の地域医療介護総合確保基

金活用分につきましては、今回債務負担行為の

追加をお願いしているもので、宮崎市郡医師会

病院整備事業に10億7,322万円、宮崎看護専門学

校の整備でございます看護師等養成所施設整備

事業に１億3,288万6,000円でございます。

最後に、事業効果でありますが、当該医療機

関の地域連携や機能集約の促進、災害時の対応

力の強化を図るとともに、担い手となる看護師

等養成所の整備を支援することで、効率的かつ

質の高い医療提供体制の構築が図られるものと

考えております。

私の方からは以上でございます。

○山下医療・介護連携推進室長 長寿介護課医

療・介護連携推進室でございます。

私のほうからは、歳出予算説明資料の長寿介

護課のインデックスのところ、19ページをごら

んください。

今回補正予算といたしまして、一番左の欄に

あります251万8,000円をお願いしております。

続きまして、お手元の厚生常任委員会資料の

３ページをお開きください。

新規事業「自立支援型地域ケア会議のための

広域アドバイザー育成事業」についてでありま

す。

まず、１の目的・背景でありますが、介護保

険法の改正により、平成30年４月から、市町村

には高齢者の自立支援及び重度化防止に向けた

取り組みが求められております。

県内市町村では、この取り組みの有効な手段

である自立支援型地域ケア会議を推進しており

ますが、市町村にはこの会議を指導できる十分

な人材がいないのが現状であります。

このため、当会議の核となる地域包括支援セ

ンター職員や理学療法士等の専門職に対して先

進地への派遣研修等を実施することにより、指

導的役割を担う人材として育成していくもので

あります。

さらに、これらの人材を県の広域アドバイザ

ーとして県内市町村等へ派遣し、広域的な支援

を実施することで市町村の自立支援の取り組み

を促進するものでございます。

２の事業概要でございます。

（１）の自立支援型地域ケア会議推進事業は、

広域アドバイザーを育成するための派遣研修及

びアドバイザーが県内市町村に出向いての研修

や実地指導、（２）の自立支援重度化防止に向け

た研修事業は、全ての市町村及び地域包括支援

センターを対象に自立支援型地域ケア会議の全

体研修会を実施するものでございます。

３の事業費は、251万8,000円を予定しており

ます。

４の事業効果ですが、自立支援型地域ケア会

議を指導する人材の育成が図られ、育成した人

材をアドバイザーとして派遣することで、市町

村での自立支援の取り組みが促進されるものと

考えております。
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これによりまして、要介護認定率の低下、介

護給付費の抑制、ひいては高齢者の生活の質の

向上が期待できるものと考えております。

長寿介護課医療・介護連携推進室からの説明

は以上でございます。

○矢野健康増進課長 健康増進課でございます。

健康増進課分の御説明をいたします。

お手元の冊子の９月補正歳出予算説明資料の

健康増進課のインデックスのところ、23ページ

をお開きください。

左の欄の補正額でありますが、今回6,144

万8,000円の増額補正をお願いしております。

この結果、右から３つ目の欄にあります補正

後の予算額は31億7,051万7,000円となります。

補正の内容につきまして御説明いたします。25

ページをお開きください。

（事項）母子保健対策費の「安心してお産の

できる体制推進事業」として6,144万8,000円を

お願いしております。

歳出予算説明資料に基づく説明は以上としま

して、続きまして厚生常任委員会資料のほうで

詳細を御説明いたします。

厚生常任委員会資料の４ページをお願いいた

します。

安心してお産のできる推進事業でございます。

まず、１の目的ですが、地域において、妊娠、

出産から新生児に至る一貫した管理を行う周産

期母子医療センターを整備し、安心して子供を

産み育てることができる体制づくりを推進する

ものであります。

次に、２の事業概要でありますが、本県の周

産期医療の中核的な役割を担う総合周産期母子

医療センター及び地域周産期母子医療センター

のＮＩＣＵ等の運営費の補助を行うものであり

ます。

国の補助金交付要綱の改正に伴い、宮崎大学

医学部附属病院及び国立病院機構都城医療セン

ターも今年度から補助対象とし、平成30年度は、

総合周産期母子医療センター、１医療機関、地

域周産期母子医療センター、６医療機関に対し

て補助を行う予定としております。

３の事業費ですが、表の一番左の欄にありま

す補正前の額5,864万円に、国の内示額に合わせ

まして、表の左から２列目の欄にございます補

正額6,144万8,000円の増額補正をお願いしてお

ります。

表の一番右にあります補正後の額は、１

億2,008万8,000円となります。

最後に、４の事業効果でありますが、リスク

の高い妊娠に対する医療行為など、周産期に係

る高度な医療行為を行う周産期母子医療センタ

ーへの運営費の補助を行うことで、県内の周産

期医療体制の維持を図ることができると考えて

おります。

説明は以上であります。

○太田委員長 執行部の説明が終了しましたが、

質疑が12時を超えることが予想されますので、

ここで暫時休憩いたします。

午前11時42分休憩

午後１時０分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

本日の委員会に１名の傍聴の申し出がありま

したので、これを認めることといたしました。

傍聴される方にお願いいたします。傍聴人は、

受け付けの際にお渡ししました傍聴人の守るべ

き事項にありますとおり、声を出したり、拍手

をしたりすることはできません。当委員会の審

査を円滑に進めるため、静かに傍聴してくださ

い。また、傍聴に関する指示には、速やかに従っ
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ていただくようお願いいたします。

それでは、午前中で執行部の議案についての

説明は終了しております。議案についての質疑

に入りますので、委員の皆様からありましたら

お願いいたします。

○岩切委員 自立支援型地域ケア会議のアドバ

イザー育成なんですけれども、現状では十分な

人材がいないということなんですが、自立支援

型地域ケア会議が提唱されて年数がたっている

んですね。現状どういう対応を現場はしていらっ

しゃるのか、そこのところを少し聞かせていた

だけないかなと思うんですが。

○山下医療・介護連携推進室長 自立支援型の

地域ケア会議につきましては、平成27年の介護

保険法の改正によりまして、全ての市町村で取

り組みが努力義務として位置づけられたところ

でございます。

県では、この自立支援型の地域ケア会議の先

進地であります埼玉県の和光市を模範といたし

まして、27年度からそれぞれの市町村にこのよ

うなやり方があるということを周知しながら、

市町村もそれに従って今取り組んでおるところ

でございまして、基本的に全ての市町村で、こ

の自立支援型地域ケア会議に取り組んでおると

ころでございます。

現状でございますけれども、県の職員がこの

埼玉県の手法を学んで習得いたしまして、県の

職員が中心になって全ての市町村や地域包括支

援センターを集める形で研修をやったり、ある

いは年に２回ほどですけれども、埼玉県のほう

から講師として来ていただいたり、市町村の求

めに応じて県の職員がそれぞれの市町村に出向

いて、実際の地域ケア会議の場でアドバイスを

するというようなことをやっております。

現状、県の職員しか指導できる者がなかなか

育っていないのが現状でございまして、これを

全ての市町村で指導できるように広域的なアド

バイザーを専門職と地域包括支援センターの職

員の中に育成していって、全ての市町村で指導

できるような体制をつくっていこうというもの

でございます。

○岩切委員 努力規定ということでしたですね。

それで、自立支援型地域ケア会議の現場での評

価は、分かれる部分はあると思うんですね。そ

の持っている課題を周りが解決をするというか

かわりではなくて、その方自身の持つ力を伸ば

してあげることで、その方自身の生活環境をよ

くしていこうという発想の転換があったものだ

と思うんですけれども、そのことが市町村では

取り組んでいるんだけれども、定着していない

と理解すればよろしいんでしょうか。

○山下医療・介護連携推進室長 先ほど申し上

げましたように、平成27年度から取り組みが努

力義務になりまして、今現在、本格的に取り組

みを始めたのが２年間で、この中でも、市町村

によっても大分温度差といいますか、取り組み

方の違い、あるいはその置かれている環境も違

うものですから、大分差が出てきているところ

が現状でございます。こういう中で、できる限

り多くの市町村を底上げしていくというような

形でやっていくことで、その主導的な立場をで

きる人間をどんどんふやしていこうというもの

でございます。

○岩切委員 従前の地域ケア会議と導入してい

こうとされている自立支援型の地域ケア会議と

の差、評価というものを十分に持っていらっ

しゃっての推進だと思うんですけれども、現実

に地域によっては、そこまで追求しなくてもで

きているんですよとか、あと社会資源の関係上、

そこまでどうしても到達できませんとかいう声
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はあるんだろうと思うんですけれども、そのあ

たりの到達目標とか、年次的なものとかをある

程度持ってこの指導者を育成していこうという

計画なんでしょうか。

○山下医療・介護連携推進室長 委員がおっ

しゃいますように、それぞれの市町村で置かれ

ている状況、環境も違いますので、そういった

違いは出てきているのが現状でございます。先

ほど全ての市町村で取り組んでいると申し上げ

ましたけれども、西米良村に関しては、私たち

が進めている形での地域ケア会議ではなくて、

市町村の職員であったり、包括支援センターの

職員であったり、専門職員の方々の通常の会議

の中でやっていると。これはほとんど高齢者の

方の顔がわかっている、状況がわかっている状

況にあるので、私たちが進めているような形を

とらずともできているというところもございま

す。

ただ、それ以外の市町村は、基本的にこの和

光市モデルを踏襲していこうという形でやって

おりますが、最終的な目標としては、2025年問

題に向けて、地域包括ケアシステムをそれぞれ

の市町村が構築していく中で、まず最初に取り

組んでいるところでございます。

○岩切委員 2025年問題が出てきたので確認な

んですが、現実に山間部のほうでは、2025の状

態を超えている状態とも言える環境下にあるの

で、その中で、現場で、今の対応で何とか充足

しているというか、ケア会議の実務上、導入さ

れていこうとする手法が現場のスタッフの量的

なものとかあって、それほどまでに綿密なプラ

ンをつくるいとまもないんですよという現実が

あるんだろうと思うんですね。

そこで、和光市でという話がどうしても来る

ものだから、大変な労力をかけてペーパー起こ

していますけど、結果は一緒なんですよという

ところまで聞かされると、その辺をどういうぐ

あいに調整しながら、導入していくかというの

は、慎重にやっていかないといけない部分もあ

るのかなと感じていまして。だからがっちりこ

こまでにはという目標がないことはありがたい

んですけれども、そこ辺は、現場の様子を見な

がら進めていっていただきたいなという要望な

んですけれど。

○山下医療・介護連携推進室長 委員のおっ

しゃいますように、例えば山間部では十分なサ

ービスがないといった現状もあります。ただ、

この和光市の考え方というのは、自立支援とい

う基本的な考え方、これはそもそも介護保険法

の中に自立支援という考え方がありますので、

この考え方をまずは広めていくと。実際、サー

ビスを受ける高齢者の方も、受けるばっかりで

はなくて、やはり自立していかなければという

ことを考えていただきたいという思いもありま

すので、まずは理念として広めていく必要とい

うのは十分あるのかなと思っております。

○外山委員 今さらなんですけれども、この地

域包括支援センターの主な活動というか、何を

目的に今やっているんですか。27年から努力義

務でやっているけれども、いまだに十分な指導

をできる人材がいない現状で、日々何をやって

いて、何を目的として、どこに向かっているの

か、その辺がちょっとよくわからないんですよ

ね。

○山下医療・介護連携推進室長 地域包括支援

センターといいますのは、市町村が介護保険法

に基づいて設置する機関でございまして、形と

しては、市町村が直営でやっているケースもあ

りますし、あるいは医療機関であったりとか、

社会福祉法人、それから社会福祉協議会等に委
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託して運営しているケースがございます。

ここに、保健師、社会福祉士、介護支援専門

員、いわゆるケアマネの３つの専門職を置くこ

とが基本になっていまして、高齢者の住宅訪問

等を通じて、高齢者あるいは家族からの相談で、

介護サービスが必要であれば、そういった機関

を紹介するといったことをやっているところで

ございます。

現在、県内に70ございまして、この自立支援

型の地域ケア会議の考え方として、この地域包

括支援センターを中心にやっていこうというこ

とでございますので、地域包括支援センターの

職員、特にケアマネさんに関しましても、新し

い自立支援の考え方を今からどんどん広めてい

くというところで活動しているところでござい

ます。

○山下委員 関連する内容ですけれど、私の地

元にも包括センターがあるんですが、いろんな

ことがどんどんここに丸投げなんですよね。例

えば、訪問介護、訪問医療でしょう。その制度

がこれに向かってどんどん進んでくる。皆さん

方も、国の予算が来ると、どんどんこういうと

ころに丸投げしてくる。じゃ、実際その機能は、

僕は、現状で地域包括支援センターがパンクし

ているんじゃないのかなと思うんです。

さらに、こういう制度を入れていくというこ

とは、皆さん方はどういう判断をしているのか

な。今70の施設があると言われたんですが、そ

の辺との整合性というのはうまくとれているん

ですか、どのように判断されていますか、ちょっ

とお聞かせください。

○山下医療・介護連携推進室長 地域包括ケア

システムを進めていく中で、今、私どもがやっ

ております地域ケア会議とかに関しては、頻繁

に包括支援センターの職員に来ていただいて研

修をやるなど、連携はとっているつもりではお

ります。

確かに委員おっしゃいましたように、いろい

ろな仕事が地域包括支援センターにおりていっ

ているという中にあって、なおかつケアマネの

人材もなかなか探すのが大変になってきている

というような事情があるということは認識して

おります。

そういったこともありながら、保険者である

市町村と地域包括支援センターと県とで連携し

ながら、こういった体制の中でもやっていかな

ければならないと考えております。

○山下委員 2025年問題、まだまだ今からです

よ。超高齢化社会を迎えていく中で、団塊の世

代が70前後ですよね。この人たちが、あと６年、

７年したときに、どんな時代だろうかというこ

とを皆さん不安に思っているんですよ。自分の

老後はどうなるんだと。皆さん方の考え方とい

うのは、全てを地域包括支援センターに丸投げ

している。今言われたように、人材もいないん

です。

多分職員も、年齢の高い人たちが多いと思う

んです。十分そういうニーズに応えられる組織

になっているかということをしっかりと検証し

ていただいて、今から進めていかないと、今で

も壁にぶち当たっているような気がしますから、

これはよろしくお願いしておきたいと思います。

○日高副委員長 関連でちょっと質問させてく

ださい。今回こういう和光方式で、自立支援の

考え方をこうやって進めていくということなん

ですけれども、その取り組みが遅過ぎるという

か、現実的に言えば、これ５年ぐらい前にこう

いう取り組みをやっていてもいいぐらいの取り

組みなんですよね。県政の中では、体育館をつ

くったり陸上競技場をつくったり、金をぼんぼ
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ん使う必要がある中で、この辺の一番重要なと

ころが抜けているんですよね。

この段階で出てくるというのは、この地域包

括支援センターのいわゆる主任ケアマネ、ここ

がしっかり育って、しっかりとケア会議が運営

されていないといけない状態だと思うんですよ。

現状的にはですよ。これを見ると、アドバイザ

ーを育成して、県から市町村に派遣するわけで

すね。それだったら、まだこのケアマネをもっ

と育てるとか、現状いる方が先じゃないかなと

思うんですよね。これは取り組みが５年ぐらい

おくれているような気がするんですけれど、そ

の辺はどう認識しておりますか。

○山下医療・介護連携推進室長 取り組みがお

くれているという御指摘は、まさにそのとおり

なのかなと考えております。ケアマネの育成に

関しては、これまでもやってきておりまして、

今回この広域アドバイザーとして派遣するケア

マネは、広域支援センターの中にいるケアマネ

の中から何人か選ばせていただいて、その人を

特にこう─今までも全てのケアマネに対する

研修会はやっているんですけれども、その中で、

特に核となる人材を育成して、県の研修だけで

はなくて、そういった方々をその地域地域で活

用して、ほかのケアマネのレベルアップを図っ

ていこうというものでございます。

○日高副委員長 ケアマネの協会とかあったり

するんですけれど、いろいろな形で、県の皆さ

ん方が考えている以上に意識はすごく高いんで

すよね。現状ですね。

だから、そこら辺はもっと交流して、その方

の能力を引き出してくれれば十分ですよ。この

アドバイザー育成なんかしなくてもですね。当

然できない話でもないし、和光なんかというこ

とはいつからやっているんですかね。これまだ10

年もならんけれど、和光方式やっているんです

けれど、和光市自体が都市部なんですよね。和

光方式を進めて、そこでマッチングしていくの

かはわかりませんけれど、ただ、ケア会議の中

には、当然、専門の方がいらっしゃいますよね。

当然、ケアマネもいれば、栄養士とか、医師

だとかもいる。そういった専門的な意見をしっ

かりケアマネがそこで取りまとめて、この自立

支援に向けてのプログラムを組むわけでしょう。

ケアプランを組むわけだから、それがうまくいっ

ていないんですかね。それはうまくいっている

ような気がするんですけれど、それをどう発展

させたいんですかね。

○日高福祉保健部次長（保健･医療担当） 今ま

でも当然、地域包括支援センターでさまざまな

ケアプランが作成され、要介護の必要な方に対

するサービスが行われておりましたが、今回考

えておりますのは、要介護の方々が、これを私

にやってよと求めるもののみをプランとして整

備してサービスを提供するのみならず、その方

にとって、この方がよい生活、自立した生活が

送れるようにしていくためには、その方が求め

るものだけではなく、このサービスも加えてやっ

たほうがいいですねと、そのためには、まさに

今おっしゃられた栄養士さんのサービスだった

り、あるいはほかのＯＴ、ＰＴのサービスも加

えていきましょうよというようなものを、この

自立支援型のサービスとして提供していきま

しょうと、そういうプランをつくっていましょ

うというものでございます。

そういった意味では、効果のところにも書い

ておりますけれども、実際にこれまで県内で自

立支援型の地域会議をモデル的に取り組んでき

た市町村では、要介護度が下がっているんです

ね。今まで要介護２だった方が要介護１になる、
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そういった形で、その方がよりよい生活が送れ

るようになってきているという効果が認められ

ているものですから、私どもとしてはこれを全

市町村に、今までのプランのつくり方をもっと

いいものに変えていこうよということで、この

アドバイザーの育成をしていきたいということ

でございます。

○日高副委員長 それは十分わかっているんで

すよ。それって自立支援ですよ。結局、要介護

度が下がると、言ってみれば、持ち出しも減り

ますよね。もともと介護保険は、自立支援が目

的でつくられたわけですよ。それが逆に、要介

護度が上がると、その分、報酬が上がってるん

です。

しかし、事業体は、要介護度が下がると困る

んですよね。経営が成り立っていかない。これ

は国ですけれど、その辺のもともとの介護保険

制度を基本からいろいろ変えていくことも当然

必要であるわけであって、だからこの自立支援

に対する、いわゆるケアマネのそういった意識、

先ほど言った必要以上のサービスをやめる。例

えば、買い物支援とかあったけれど、それは自

分で行ったほうがリハビリになっていいんじゃ

ないか、それをわざわざ訪問介護に行って、報

酬としてその介護に点数をつけると。だからそ

うじゃなくて、もっと自立的にやっていこうと

いうのは、これは５年ぐらい前からそういうふ

うにやるためにケア会議というのが開かれたわ

けです。これ県の場合は27年です。これ自体も

えらい遅いんですけれど。

だから、今ごろそれを県は推し進めるんだと

言われても、えっ、今ごろみたいな。

○山下医療・介護連携推進室長 委員のおっ

しゃるとおりなんですけれども、この事業をや

る前に、当然、平成27年からこの自立支援型の

地域ケア会議を県としては進めておりまして、

平成27年、28年、29年と、実際モデルとしてやっ

てきた市町村がありまして、今、一応基本的に

そのやり方ではやってはいるんですけれども、

この自立支援という考え方が、まだまだ浸透し

ていない。

それから、ケアプランのつくり方がまだまだ

自立のために資するものに近づいていないとい

うようなところもあって、今回こういったアド

バイザーという形で養成していこうということ

で、提案させていただいたところでございます。

○日高副委員長 何の事業をやっていくとか、

どうするかという前に、県政の根幹にかかわる

問題ですよね、この2025年問題というやつはで

すね。

それで、今まで何のためにケアマネを集めて

研修をして、どう成果を出してきたのか、当然

これはずっと予算も使われているわけですよね。

それをやったけれど、浸透し切れていなかった

というのは、この２年間は、空白の２年という

形で、苦し紛れじゃないですけれど、アドバイ

ザーということでやっていかれるということで

すので、その辺は頭のどこかに置いて、今まで

のこういった状況を少しでも反転できるような

ものをつくってもらうしかないですわね。

これをどうしよう、こうしようということで

はないんですよね。これを本当に効果的なもの

にしっかりと仕上げていってほしいなと、それ

に尽きますよ。お願いします。

○丸山委員 率直に、今、ケアマネジャーは県

内に何人いて、毎年何人ぐらいふえているのか、

まずそこを教えていただければと思っておりま

すが。

○山下医療・介護連携推進室長 地域包括支援

センターが70あると先ほど申し上げましたけれ
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ども、ここにいる主任ケアマネは77名なんです

が、それ以外にそれぞれの病院であったり、介

護施設等の数字は、済みません、今のところ持

ち合わせてございません。

○丸山委員 今、県としてちゃんと優秀なケア

マネが何割ぐらいいらっしゃると。77名の主任

ケアマネがいるということなんですが、本来は、

この主任ケアマネのスキルが高ければいいわけ

なんでしょうけれども、それが高まっていない

という認識でいいのか、最低77名はレベルが高

いと認識していいのか、どっちでしょうか。

○山下医療・介護連携推進室長 レベルが高い

かどうかというところは、なかなかお答えが難

しいのかなと思っておりますけれども、この自

立支援型の地域ケア会議という考え方を県がど

んどん出していきまして、それぞれ地域包括支

援センターにいらっしゃるケアマネさんは、こ

れに向けて一生懸命取り組んでいると私たちも

考えております。それぐらいのお答えしか、済

みません。

○丸山委員 だから、この77名の主任ケアマネ

ジャーが、県、国が言っている自立という目標

をしっかり認識しながら、しっかりケアプラン

をつくる、チェックをやっていく。これは、も

う既にできていないといけないシステムではな

いのかなと思っているんですが、それを今から

でもやろうということはいいことで、遅いかも

しれないけれども、しっかりやっていただきた

いと思っています。レベルを、今、全体のケア

マネジャーが何名で、最低半分は、この２年の

うちに、１級、２級、３級みたいな形でレベル

をつけていただいて、この辺までレベルアップ

していきましょうというような、数値目標を持っ

ていないと、のんべんだらりやっても、同じ会

議をやって、アドバイザーを派遣しても、なか

なかレベルアップをしていかないと、本当の意

味での結果が出ないんじゃないかなと。アドバ

イザーを派遣しても、結局できないと意味がな

いと思っていますので、そういう指標みたいな

ものを設けてほしいと思っているんですが、そ

ういう考えはできないんでしょうか。

○内野長寿介護課長 先ほど介護支援専門員が

何人ぐらいいるのかというお話でしたけれども、

昨年の４月の時点になりますが、県内の登録者

数が約6,300名おります。そのうち就労している

者が約1,800名となっております。実際は、当然、

最初に試験を通って、それから資格登録となる

んですけれども、その後もさまざまな専門研修

ですとか、あと主任ケアマネになるための研修、

いろいろステップアップしていくための研修が

しっかり定められていますので、そういうもの

を受講して、それぞれのケアマネはキャリアアッ

プを積んでいくという流れにはなっております。

○日高副委員長 もう一つ言いたいんですけれ

ど、県は、現在の要介護率が何％あって、それ

を今回この事業によって何％まで下げていくん

だと、和光方式をやるんであればですよ。そう

いった明確な目標とかは示されているんですか

ね。

○山下医療・介護連携推進室長 現在の要介護

認定率は、平成30年３月の時点ですけれども、

県の平均が16.7％になっております。これをど

こまで持っていくかという具体的な数字は、定

めてはおりません。基本的に介護認定は、市町

村でやることになっておりますが、市町村もそ

れぞれ何％までというような具体的な数字は、

定めておりません。

○日高副委員長 和光市は多分要介護認定率が

低いはずなんですよ。だから、ここの方式をモ

デルにするわけですよね。
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でも、事業として、アドバイザーを育成して、

これだけ和光方式で自立支援を加速していくん

だと、市町村に意識を持たせるんだとなれば、

それが目標もなくてやるというのは、これにつ

いては、じゃあこの事業を、はい、わかりまし

たということには、なかなかならないんじゃな

いですかね。

事業をせっかくやるんだから、とにかくこの

要介護率を少しでも、市町村全体でこれだけあ

るけれど、1.5ポイントぐらいは何年後までに下

げる。2025年問題と言っているわけですから、

そういった目標、到達点、県は指標をいろいろ

示していますよね。

ここについては明確に、これぐらいはやりた

いから、この事業が必要だというのが事業とい

うやつじゃないんですかね。こういう税金を使

うということになってくるんじゃないかなと思

うんですけれど。

○山下医療・介護連携推進室長 日向市がこの

和光方式をいち早く県内で取り入れておりまし

て、日向市の認定率は確かに下がってきており

ます。

ただ、県として何％が適正なのかというのは、

非常に難しいところもありますので、今、日向

市が市町村のトップランナーとしていっている

ところなんですけれども、この日向市の取り組

みの状況や、日向市ではこのように下がってき

ているというようなものは、ほかの市町村に今

伝えているところでございまして、必ずしも認

定率が下がるということだけが目的ではないん

ですけれども、一つの指標として認定率を下げ

ていきたいという思いは持っておりますが、具

体的な数字としては、今のところないところで

ございます。

○日高副委員長 私は、要介護認定率を下げる

ことが目的だと思うんです。これから高齢化は、

どんどん進んでいきますよね。

ただ、一生懸命、この辺をきちんとやってい

かんと、油断してたら逆に上がりますよ。それ

を今回、この事業を含めた中で、やっぱり下げ

ていくんだという気持ちと目標値ぐらいないと、

県の財政は追いつかんですよ。

だから、ここなんですよね。私もなかなかこ

こまでしつこく言わないんですけれど、今回に

ついては、どうも納得のいきようがないんです

よね。その辺については、見通しがつくんじゃ

ないですか。だって、目標なき事業ってあり得

ないですよね、川添次長。

○川添福祉保健部次長（福祉担当） ケアマネ

ジャーについては、私が長寿介護課にいたとき

は、ケアマネさんの独立、いわゆる事業経営の

中に組み込まれていますので、そういうサービ

スをケアプランの中に入れてしまいがちになる

と。当時アンケートをとったときに、そういう

ところから外されて、自分なりのケアプランを

後押ししてくれる広域のアドバイザーとかがい

らっしゃると、その方に合ったケアプラン等が

つくっていけるという意見もあったものですか

ら、そういう形での広範囲からサポートしてく

ださるケアマネの上の方々を育成する必要があ

るというのが背景にあったと思います。

それと、今、話題になっています目標、当然、

一ケアマネ当たり前の例でいくと、介護報酬上

は40件から35件つくれるんですね。そういう形

から逆算していって、居宅にいらっしゃる方か

ら人数を割り戻していけば、必然と必要なケア

マネの数も出ますので、そういう形で、どうい

う数値を持たないといけないか、その辺も研究

してまいりたいと思います。

○日高副委員長 今、何％と言えないだろうか
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ら、ぜひ研究して、この目標値をしっかり定め

てやってもらいたい。お願いします。

○太田委員長 このアドバイザー育成事業につ

いては、関連はないですかね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 では、ほかのテーマでありまし

たら。

○山下委員 市郡医師会病院等の整備事業です

よね。この事業に何ということはないんですが、

ただ、都城市も市郡医師会病院の中で新しい看

護学校が去年認可されて、今、工事をしていま

すよね。都城市と、今回の宮崎市が看護学校を

新たに改築してやるということなんですが、今

回新たにつくる中で、都城と宮崎の定員をふや

しているのかどうか。予算は、都城市では幾ら

だったのか。今回、宮崎はここに出ているよね。

地域医療介護総合確保の中の看護学校の予算措

置をちょっと教えてください。

○久保医療薬務課長 それでは、まず予算のほ

うからお答えいたします。

都城看護専門学校のほうは、補助金といたし

まして１億577万円、これを平成30年度の予算で

補助しておりまして、現在、整備中で、平成31

年２月に竣工する予定ということで進めており

ます。

それと、あと定員の関係でございますが、都

城のほうは31年に70名の定員を50名に減員する

予定になっておりますが、今回の宮崎の看護専

門学校は、定員の減の予定は今のところまだご

ざいません。現状のままという形になります。

○山下委員 宮崎は何名ですか。

○久保医療薬務課長 50名です。失礼いたしま

した。

○丸山委員 この市郡医師会で３つの事業があ

るんですが、補助は今わかるんですが債務負担

行為も入っているものですから、全体事業費は

幾らというふうに認識すればいいか、教えてい

ただくとありがたいと思っているんですが。

○久保医療薬務課長 宮崎市郡医師会病院のほ

うは看護学校と一体となって整備されるという

ことで、その全体事業費としましては、179億円

をこの市郡医師会病院と看護学校のほうで考え

ておるようでございます。

○丸山委員 善仁会は幾らですか。

○久保医療薬務課長 失礼いたしました。善仁

会のほうは、事業費が全体で約85億円というふ

うに伺っております。

○丸山委員 あと看護師等養成所施設整備のほ

うなんですが、よく看護の専門学校のほうは、

県内定着率が各学校でよかったり悪かったりす

るものですから、それによって、ここの新しく

つくる宮崎のほうは、今現在、どのくらい県内

定着率があるから、これぐらいの補助でもいい

んですよという議論があったのか、どんな議論

があって、この補助を出そうとなったのかとい

うのを教えていただくとありがたいかなと思っ

ておりますが。

○久保医療薬務課長 定着率ですけれども、宮

崎看護専門学校は、私が持ち合わせているデー

タでいきますと、75％が県内の就職ということ

になっておりまして、当然そういった定着率を

高めることも前提にしながら、先ほど申し上げ

ました都城市の看護学校との補助金の兼ね合い

等を見ながら調整してまいりました。

○丸山委員 ぜひ県内就職、定着を含め、でき

る限り指導をしていただければありがたいかな

と思っております。

○井上委員 私は、宮崎市に住んでいるので、

この宮崎市郡医師会病院については違う意味で

非常に興味があるんですけれども。事業効果の
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ところでは、当該医療機関の地域連携という言

い方になっているんですけれど、この当該医療

機関の地域連携というのは、どういう枠内を考

えているんですか。

○久保医療薬務課長 地域連携の意味でござい

ますけれども、まず、今、宮崎市内を東部、南

部、西部というような部分で見ていきますと、

東のほうに、今、市郡医師会と善仁会がござい

ます。南部のほうは、大学病院と江南病院がご

ざいまして、中部が県立宮崎病院、潤和会とい

う形でございます。今度、市郡医師会病院が西

部に移りますが、西部が空白地帯だったもので

すから、そういった形で地域の連携が今以上に

うまくできるようになるという点で、一つ連携

というか、災害等の対処がうまくいくのかなと

考えているところです。

あと今回高度医療等を整備していただきます。

当然、市郡医師会病院は心臓等では全国でも有

数の病院でございますので、こういった病院の

機能といたしまして、今、西都・児湯のほうか

らも結構搬送されているというふうに聞いてお

りまして、西インターチェンジに近いというこ

とで、そういった点でも、県内全域というか、

周辺の医療圏を巻き込んだ地域連携もできてく

ると考えているところです。

○井上委員 やっぱり西インターを意識しない

といけないと思うんですよね。それとか、地域

というふうに考えたときに、西都・児湯を含め

て、あちらのほうがどれぐらいそこも含めてや

れるのかというのは、私もちょっと疑問を持つ

ところですけれど。県立宮崎病院があそこに行

くのならまだしもという考え方があったわけで

すけれども、今、市郡医師会があそこに来るわ

けだから、インターとの関係とか含めたら、西

都・児湯とどんなふうな形で連携がとれていく

のか、都城市は自分のところでお持ちですけれ

ども、いろんな意味で、ここの宮崎市郡医師会

病院の持つ役割みたいのを宮崎市とはきちんと

話ができているのかなというのがちょっと疑問

なんですけれど。

○久保医療薬務課長 この介護総合確保基金の

申請に当たりましても、宮崎市とはそこら辺を

十分議論いたしまして、当然、西都・児湯から

の受け入れというか、ここは心疾患が中心にな

りますけれども、そういったところの受け入れ

ということは十分議論した上で、こういう予算

をつけたところでございます。

○丸山委員 ちょっと気になったものですから、

善仁会は合併して新しい病院をつくるというこ

となんですが、地域的に見て、津波とか来たと

きに、非常に低い場所じゃないかなというイメ

ージをしているんですが。資料に「災害時の医

療の確保に必要な」と書いてあるものですから、

本当に大丈夫なのか、検証とか、海抜どれぐら

いとか。ちょっと心配だったものですから、ど

ういう災害に使えると認識すればいいのかとい

うのをちょっと教えてください。

○久保医療薬務課長 おっしゃるとおり、善仁

会病院は海岸沿いにございまして、今のところ

南海トラフの浸水想定では２メーターから５メ

ーターのところに入っております。

ただ、改築後は、自家発電装置等を５階に整

備する予定でございまして、燃料タンクも自家

発電装置を３日間稼働できるぐらいの容量を確

保するというふうに伺っております。

災害における対応ということなんですけれど

も、当然この屋上にもヘリポートがございます

ので、そういったところでＤＭＡＴの最前線の

基地にもなり得ますし、津波による浸水以外に

も、地震とかいろいろあると思うんですけれど
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も、そういったものの拠点としても使えるのか

なと考えているところでございます。

○丸山委員 海抜はどのくらいですか。

○久保医療薬務課長 海抜は、今、データを持

ち合わせておりませんので、調べさせてくださ

い。

○丸山委員 津波が来たときの想定をしっかり

してもらわないと。市郡医師会病院が移転する

ということで、あそこが全部なくなると、平時

の病院がなくなるので、必要だと思っているん

ですけれども、しっかり災害時に今言われたみ

たいなことをできるよう対応をしていただくと

いうことで補助が出たというふうに思ったほう

がいいのか、何もなければこういう補助はない

という認識でいいのか、そういう意味でいいん

でしょうか。

○久保医療薬務課長 今、委員おっしゃいまし

たように、災害拠点病院の強化という意味で国

庫補助を使わせていただいて、今回こういう補

助をさせていただくという形になります。

民間病院にも、それぞれ国庫補助のメニュー

がございますので、それぞれのメニューに応じ

て救急だったり小児医療だったり、そういった

ものに合致すれば、そこは相談に乗りまして調

整して、国のほうに申請しているというのが実

態でございます。

○日高副委員長 これ善仁会というのは、医療

法人ですよね。これで、例えばこういった災害

拠点病院であるから補助金を出すわけですよね。

国にはそういうようなメニューがあるって、こ

ういうことってまれにあることなんですか。ま

れにあることというか、国は、普通民間にも補

助金を出すわけですね。そういうことで認識し

ていいんですか。

○久保医療薬務課長 善仁会病院につきまして

は、県の災害拠点病院ということで位置づけて

おりまして、そういった意味でも補助金を出さ

せていただくという形にしてございます。当然、

民間病院にもいろんな医療機器とかを購入する

ときのいろんな補助金、国の目的、公共性に合

致したところに対して補助金を出していくとい

う形になっております。

○日高副委員長 善仁会はいつ災害拠点病院に

なったんですか。

○久保医療薬務課長 平成30年２月に医療審議

会をやりまして、そこで承認をいただいている

ところでございます。

○日高副委員長 えらい急なことですね。２月

になって今９月、補助申請は前からされてたん

じゃないかぐらいに感じるんですけれど。

○久保医療薬務課長 補助申請のほうは、今年

度になってから申請を上げて、９月補正という

形で対応させていただいておりまして、災害拠

点病院の場合は、そもそも28年にＤＭＡＴの指

定医療機関ということで県とも連携協定を締結

していただいておりましたので、そういった流

れでＤＭＡＴの拠点という形で市郡医師会と善

仁会病院は位置は近いんですけれど、そういう

形で指定をさせていただいた経緯がございます。

○日高副委員長 指定はわかるんです。指定さ

れて補助金が出るまでこんな短い期間で。よく

あることなんですか。

○久保医療薬務課長 これは今回、善仁会病院

のケースなものですから、よくあるかと言われ

ると、そういうケースというか、はっきりは。

善仁会病院の場合は、災害拠点病院になる前、

当然県ともいろいろ協定を締結しておりました

し、そういった流れの１つでありまして、今回

改築もございまして、そこで補助金の申請をし

たと、たまたま流れが一緒になったという形か



- 34 -

平成30年９月19日(水)

なと考えているところでございます。

○日高副委員長 僕らの手の届くところじゃな

いということがわかりました。

○丸山委員 ２つの病院の改築があるんですが、

地域医療構想がありますよね。各地域で今後進

めていきましょうということで、認められて役

割分担していって、今後の病床を含めて、これ

でいいですよという議論があって多分やったと

思うんですが。それについて、我々にどういう

ふうに進んでいるという報告も全くないうちに、

新しくぽんぽんと建てられていくものですから、

早くやったもの勝ちというような思いもしてし

まったりするもんですから。県立宮崎病院の場

合には、病床を下げたりとか議論してつくった

ということがあったりするんで、この辺の全体

的な構想に対して整合性があるのかというのは、

どう判断すればいいですか。

○久保医療薬務課長 今御指摘の地域医療調整

会議のほうでそれぞれ議論されて、こういう結

果になって、今ここで御報告しているという形

で、報告する時点がないということだと思うん

ですが、そこら辺の対応につきまして、今まさ

に今年度から本格的に地域医療構想会議が始

まったばかりですので、今後その対応の仕方を

検討させていただければと思っております。

○丸山委員 本当にこの事業はかなりの額が動

きますので、これは早いもん勝ちという形でな

く、非常に不信感といいますか、疑念が。全体

的なことをしないと、間違ったことになりかね

ないのかなと思いますので、せっかく地域医療

構想をつくったのに、何のためだったのかと。

病床の役割をしっかり決めていって、今後の2025

年問題以降も含めて、しっかり医療の役割分担

をしていかないと、医療人材は足りなくなって

いるし、人口減少もしていく、それにうまく対

応するためにいろんな議論したはずなのに、絵

に描いた餅になってしまうと、結局意味がない

と思いますので、報告ができることを、まず前

提をしっかり我々に教えてほしいということと、

本当にそれが正しいのか、バックデータも含め

て、今後は事業を始める前にちゃんと報告して

ほしいと思っています。ぜひお願いします。

○太田委員長 関連がなければ、次のテーマに

移りますが、何かありますか。

○山下委員 安心してお産のできる体制推進事

業ところはまだ入ってなかったので。周産期医

療は、大きな課題だろうと思うんですが、新た

に国のほうで宮崎大学と国立都城病院が認めら

れたということで、この資料によると、現在７

機関あるんですか。ここの７機関の周産期医療

センターの中で、産まれてくる子供の数、そし

て生存率、そこ辺がわかれば教えていただくと

ありがたいんですが。

○矢野健康増進課長 それぞれの周産期医療セ

ンターの出生の数について申し上げます。

まず、総合周産期母子医療センターでありま

す宮崎大学医学部附属病院につきましては、2016

年の値でありますが、年間の分娩数が241件であ

ります。

次に、地域周産期母子医療センターでありま

す、県立延岡病院は分娩数253件、県立宮崎病院

は717件、宮崎市郡医師会病院は531件、古賀総

合病院は552件、県立日南病院は224件、都城医

療センターは452件となっております。

死亡率につきましては、データを持ち合わせ

ておりませんが、周産期死亡率は本県は全国トッ

プとなっておりますので、年間ほとんどないと

いうぐらいの状況であります。

○山下委員 今のは、ほとんど助かっていると

いうことですか。
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○矢野健康増進課長 周産期死亡率は、2015年

ですと、出生1,000当たりに宮崎県で3.6であり

ます。数件程度ということになります。

○山下委員 各医療機関での出生数が出たんで

すが、合計で何名になりますか。

○矢野健康増進課長 2,970人になります。

○山下委員 2,970人ですね。かなり多くの命が

助かっているなという思いで、今数字を聞かせ

ていただきました。この中で一番早くに産まれ

てくる子供は何週齢ぐらいですか。

○矢野健康増進課長 何週目かというデータは

ないんですが、32週以前とか、かなり超早期出

生体重児のような、1,000グラム未満でいきます

と2016年で36の方がいらっしゃいます。1,000グ

ラム以上1,500グラム未満で見ますと45といった

形でございます。

○山下委員 私たちも地域の中で助かる命は、

本当にありがたい命だと思っています。何週齢

というデータは出ていないということなんです

が、1,000グラムといえば、普通の分娩の３分の

１ですよね。3,000グラム前後ぐらいで赤ちゃん

は産まれてくると思うんですが、その場合に、

脳であったり目であったり、そういうところに

何らかの障がいが残る子供たちが多いというデ

ータが出ております。

私は助かる命は本当にありがたいと思うんで

すが、実はけさ８時のＮＨＫを見て家内が涙を

流していたもんだから、何の番組かなと思って、

私も出る準備をしながら見ていたんですが、障

がいを持っておられる親子のことでした。

取材をしている中で、親がまだ30代ぐらいだっ

たと思うんですが、子供が障がいを持って産ま

れてきて、親の苦しみですよね。何でこの子を

産んだのか、本当に死んだらいいんだがと、そ

ういう思いの中で、今回受け入れる施設、レス

パイトのことで、そういう施設があって、そこ

に通うようになったと。障がいを持っている子

供を１人の人間として受け入れる施設があった

と。親は笑顔でそういう受け入れる施設がある

ことで、家で自分の時間ができると。そういう

取材だったんです。

私は、これだけ3,000人近い人たちが助かって

くる中で、何らかの障がいを持って産まれてく

る子供がかなりいると思うんです。その辺を社

会はどうやって受け入れていくのか。宮崎県で

も、このことは大きな課題なんです。そのこと

をいろんな事業所でも取り組みをしながら、今

問題提起をしてきているんですが、そこ辺の整

合性、約3,000人の中で、どれぐらいの人たちが

障がいを持って生まれてくるのか、社会の受け

入れがどうなっているのか。その辺のことをお

聞かせいただくとありがたいんですが。

○矢野健康増進課長 昨年度、周産期医療の医

療計画の見直しもございまして、こういった低

出生体重児、障がいをお持ちのお子様の方をど

のように見ていくのかという部分も含めまして、

医療計画の見直しがなされたところであります。

その中の１つの指標としまして、ＮＩＣＵに

１年以上入院している子供がどれだけいるのか

という指標がございますが、一応2017年６月30

日現在で、どの周産期医療センターにも、そう

いった方はいないということであります。移行

先といいますか、昔はそういったところに特に

課題があったんですが、長期入院している方は

今いないという状況になっていますけれども、

委員御指摘のとおり、きちんとその地域での受

け入れを進めていかなければならないという課

題がございます。在宅医療でありますとか、そ

ういったところの拡充は、今、障がい福祉課と

も連携して、周産期の部分と、地域での障がい



- 36 -

平成30年９月19日(水)

をお持ちの方への対応の部分と、政策をきちん

と連携できるように進めていかなければならな

いと、医療計画でも、そのような方針が示され

ておりますので、それに沿って進めていきたい

と考えております。

○山下委員 僕はほんの一部しか見なかったん

ですが、親の気持ちというのは、苦しい中で社

会が受け入れてくれて、人格として認めてくれ

た、これはうれしいです。ＮＨＫがいろいろ取

材もしてくれているようですし、大きな本県の

テーマとして、この辺は受け入れ体制もひっく

るめて整備をしていかないと、この周産期だけ

こういう整備をしても、僕は意味がないと思う。

受け入れ体制をしっかりとつくっていくことで、

一貫性が出てくるわけですから。その辺、部長、

どうでしょうか。

○川野福祉保健部長 ありがとうございます。

委員がおっしゃるように、今こういう高度医療

が進む中で、重度の障がいをお持ちの子供さん

がふえてきています。間違いなく数もふえてき

ておりますし、そういった方たちの命を救うこ

とをまずやっていって、そして命が救われた後

の社会での受け入れ。お話とかを聞きますと、

重度の障がいの子供をお持ちのお母さん方は、

まずは在宅でその子供たちの面倒を見たい。で

も、どうしてもレスパイト、それから自分が高

齢になった後の子供の行く末、それを物すごく

不安に思われておりますので、子供の時期、在

宅で見ていくとき、そして親が見れなくなった

後、それをずっと追うような形で、社会で受け

入れていけるような体制をきちっと進めていか

ないといけない。

特に今、お母さん方からも強い要望がありま

す、県北地域での重度の方のレスパイト、ショ

ートステイもまだ空白地帯がございますので、

そういったものをちゃんと地域のバランスを

持って、きちっと整備していく必要があると考

えております。

○山下委員 僕がきょう見た限りでは、入所型

じゃない施設だったんです。確認したら、鹿児

島かどこかだったみたいなんですが、深く深く

全てのものを考えるんじゃなくて、今、何が優

先なのか。親の負担をいかに軽減してやるかと

いうことですから、その辺のことをしっかりと。

これだけ生まれてくる、何らかの形で障がいを

持ってくる人たちのために、しっかりとサポー

ト、受け入れ体制をとっていかないといけない

と思うんで、ぜひよろしくお願いしておきたい

と思います。

○丸山委員 確認ですが、この事業概要を見た

ときに、国の交付要綱の改正に伴って、宮大と

都城のほうにと。これまでは国に近い医療機関

だったから、直接行っていたのか、要綱の改正

によって県を通じて予算が行くようになったと

のか、今まで6,000万円近い予算が全く行ってい

なかったのか。その辺を教えていただくと、あ

りがたいかなと思っているんですが。

○矢野健康増進課長 済みません。直接行って

いたのかはわからないんですが、おっしゃると

おり国立病院機構と国立大学だけ外れていたと

いうことなので、県を直接通ってないので、詳

細まで確認できていないんですが、直接行って

いた可能性はあると思います。

○丸山委員 宮大が一番周産期のセンターじゃ

ないですか。あそこのＮＩＣＵが、1,000グラム

以下の子供さんも36人、ここで産まれている確

率が一番高いので、一番必要なところなのに、

その辺は何かあったのかなと思ったものですか

ら。恐らく、そちらに運営補助金なんか行って

たんじゃないかなと思っているで、後からでも
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いいので確認をお願いしたいと思います。

○矢野健康増進課長 確認して後ほど報告させ

ていただきたいと思います。

○太田委員長 後で報告ということです。関連

でありませんか。

○久保医療薬務課長 済みません。先ほど宮崎

市郡医師会病院等整備事業のところで、丸山委

員から、善仁会病院の標高についてお尋ねがご

ざいましたが、標高２メートルということでご

ざいます。

○太田委員長 それでは、議案については、以

上でよろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 ないようですので、次に報告事

項についての説明を求めます。

○池田指導監査・援護課長 指導監査・援護課

でございます。

宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条

例第４条第３項の規定に基づきまして、県出資

法人等の経営状況について御報告いたします。

お手元の平成30年９月定例県議会提出報告書

と記載のある資料をごらんいただきたいと思い

ます。

215ページをお開きください。

当課が所管しております社会福祉法人宮崎県

社会福祉事業団の経営評価報告書について御説

明いたします。

まず、法人の概要についてですが、この法人

は、設立年月日の欄にありますように、昭和34

年12月１日に設立されまして、総出資額は１

億811万5,000円でありますが、県からの出資は

ございません。

設立目的は、多様な福祉サービスを総合的に

提供し、利用者が個人の尊厳を保持しながら、

心身ともに健やかに育成され、またはその有す

る能力に応じ、自立した日常生活を地域社会に

おいて送れるよう、支援することであります。

次に、県関与の状況についてですが、人的支

援につきましては、右側の平成30年度をごらん

ください。

県退職者４名が役員となっており、うち２名

が常勤役員、２名が非常勤役員で、そのほか職

員となっている県退職者が１名おります。

なお、現職の県職員の派遣はございません。

財政支出等につきましては、平成29年度の県

委託料は１億602万5,000円で、県補助金は22万

円となっております。

県委託料の主な内容を下の欄に記載しており

ますが、①の発達障害者支援センター運営事業

により、発達障害者本人やその家族からの相談

に応じるなど、適切な指導・助言を行いますと

ともに、②の地域生活定着促進事業により、福

祉サービスを必要とする高齢または障がいを有

する刑務所等からの出所者の円滑な地域定着を

支援するなどの事業を受託しております。

次に、当法人の実施事業としましては、①の

障がい者支援施設を初めとした社会福祉施設11

施設の運営や、②の居宅支援事業等の運営など

となっております。

一番下の欄の活動指標につきましては、２つ

の指標を掲げております。

①の10施設の年間の延べ入所者数では、実績

値が目標値を上回り、目標を達成しております。

②のグループホームの年間の延べ利用者数は、

若干実績値が目標値を下回りましたが、達成度

は97.1％となっております。

次に、216ページをお開きください。

財務状況についてであります。

左側の事業活動計算書の平成29年度の欄をご

らんください。
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Ａの収益が37億9,389万2,000円、Ｂの費用が35

億6,334万2,000円で、ＡマイナスＢの当期活動

増減差額は２億3,055万円となっております。

右側の貸借対照表の平成29年度の欄をごらん

ください。

Ａの資産が120億7,640万9,000円、Ｂの負債

が12億1,464万円で、ＡマイナスＢの純資産は108

億6,176万9,000円となっております。

次に、財務指標ですが、３つの指標を掲げて

おります。

①の人件費比率、②の経費比率及び③の経常

増減差額率、いずれも目標を達成しております。

次に、直近の県監査の状況についてですが、

昨年度の県の監査事務局監査は実施されておら

ず、該当はありません。

最後に、総合評価でありますが、右側の県の

評価の欄をごらんください。

活動指標、財務指標はおおむね目標を達成し

ており、企業会計の当期純利益に当たります当

期活動増減差額は、今年度も黒字額を確保して

おり、経営改善の努力が認められると考えてお

ります。

また、平成29年度より、改正社会福祉法に基

づき、会計監査人が設置されておりますが、こ

の会計監査におきましても、最もすぐれた評価

である無限定適正意見が付与されております。

なお、今後は、平成30年度から開始した第４

次経営計画に基づき、経営基盤の確立と老朽化

した施設の建てかえ等の確実な実施が必要であ

ると考えています。

以上から、県の評価といたしましては、活動

内容、財務内容及び組織運営のいずれも良好の

Ａ判定としております。

指導監査・援護課からは以上でございます。

○久保医療薬務課長 医療薬務課でございます。

当課で所管しております公立大学法人宮崎県

立看護大学につきまして、まず、地方自治法及

び宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条

例に基づいて、その経営状況について説明させ

ていただきます。

また、その後、地方独立行政法人法に基づき

まして、業務実績に関する評価結果について、

続けて御説明させていただきます。

それでは、まず経営状況についてでございま

す。平成30年９月定例県議会提出報告書の15ペ

ージをごらんください。15ページに、公立大学

法人宮崎県立看護大学平成29年度実績報告書が

ございますので、まず事業概要から御説明させ

ていただきます。

当該法人は、県の定めた中期目標を達成する

ため、中期計画、年度計画に沿った大学運営を

行いまして、高い資質を備えた看護職者の育成、

地域保健医療への貢献、看護学領域の研究の推

進及び国際化の推進を通じて、本県の保健、医

療及び福祉の充実に貢献することとしておりま

す。

次に、２の事業実績についてです。

（１）の教育研究の実施ですが、県立看護大

学では、学部、大学院及び別科助産専攻科がご

ざいまして、この中で地域の保健・医療・福祉

に貢献できる人材を育成しておりまして、右側

の事業実施の欄の１つ目の黒丸にありますとお

り、平成29年度の国家試験合格者数は、学部に

おいて看護師92名、保健師10名、そして助産師

４名、別科においては助産師14名となりました。

研究につきましては、２つ目の黒丸にありま

すとおり、全ての教員を対象として行います研

究集談会を実施するなど、専門分野を超えて地

域社会の抱える課題やニーズを共有したほか、

研究の活性化を図るため、各領域での自己評価
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を実施したところです。

また、その下の黒丸にありますとおり、図書

館の開館時間の延長などによりまして、学習環

境の充実に取り組んだところであり、これにか

かります事業費は９億4,579万円となっておりま

す。

次に、（２）の地域貢献に関する取り組みの実

施ですが、事業費は3,950万5,000円で、次の事

業実施の内容といたしましては、子育て支援や

中山間地域における思春期健康支援、生活習慣

病予防等の健康講座の開催など、地域の健康課

題を踏まえた教育研究を推進いたしました。

続いて、16ページをお開きください。

黒丸のところですけれども、再就職を希望す

る未就業看護職者に対しての看護力再開発講習

会や助産師スキルアップ研修会の実施、それか

ら認定看護管理者教育課程の開講、あるいは新

卒訪問看護師育成プログラムの開発などにより

まして、資質の向上等を図ったところでござい

ます。

続いて、17ページの貸借対照表を御説明いた

します。

29年度の資産の合計額は、表の中ほどの二重

線のところにありますとおり、45億5,917万9,408

円となっております。

なお、表の上のほうにございます固定資産の

うち土地、建物、構築物については、全て県か

らの出資によるものでございます。

次に、負債の合計額は、表の一番下にありま

すとおり、６億2,964万4,815円となっておりま

す。

18ページをお開きください。

１、純資産の合計額でございます。純資産の

合計額は、表の下から２番目のところにありま

すとおり、39億2,953万4,593円となっておりま

す。

続きまして、19ページをごらんください。損

益計算書でございます。

経常費用につきましては、教育経費や研究経

費、人件費等の業務費と一般管理費の合計で、

表の上から10行目にありますとおり、９億8,046

万4,888円となっております。

次に、経常収益は県から交付いたします運営

費交付金収益、あるいは学生からの授業料収益

等で、合計は表の下から８行目にありますとお

り、10億706万3,949円となっております。

この結果、収益から費用を差し引いた経常利

益は、その下にあります2,659万9,061円となっ

ております。

また、その下にあります臨時損失と臨時利益

は、法人化初年度の会計処理でございまして、

県から法人に対して無償譲与した備品類を計上

しているところでございます。

これらによりまして、当期純利益及び当期総

利益は、経常利益と同額の2,659万9,061円とな

りました。

次のページをごらんください。

続きまして、30年度の事業計画について御説

明いたします。

事業概要につきましては、29年度と同様、看

護学の教育、研究及び研修の中核的機関として、

高い資質を備えた看護職者の育成、地域保健医

療への貢献等を通して、本県の保健、医療及び

福祉の充実に貢献することとしております。

また、事業計画につきましても、30年度も引

き続き、（１）の教育研究の実施に事業費として10

億5,577万7,000円、（２）の地域貢献に関する取

り組みの実施に、事業費として3,681万2,000円

を計上し、高い資質を備えた看護職者の育成等

を行うこととしております。
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次に、21ページをごらんください。収支計画

でございます。

経常費用の合計は10億8,979万2,000円で、前

年度と比較いたしまして7,773万1,000円の増と

なっておりますが、これは教員の定年退職等に

伴う退職金の予算計上等によるものでございま

す。

経常収益の合計も経常費用と同額の10億8,979

万2,000円を計上させていただいておりますが、

これも前年度と比較して7,773万1,000円の増と

なっておりますが、これは先ほども申しました

とおり、教員の定年退職等に伴う退職金の増加

に伴い、県から交付する運営費交付金が増となっ

たことなどによるものでございます。

続きまして、県の出資法人等への関与事項を

定める条例に基づく報告について御説明いたし

ます。

お手数ですが、同じ資料の173ページのほうを

ごらんください。

まず、概要についてです。

公立大学法人宮崎県立看護大学は、平成29年

４月１日に設立されまして、総出資額は39

億8,875万5,000円で、先ほど御説明しましたと

おり、大学の土地、建物、構築物であり、これ

は全て県の出資となります。

次に、県関与の状況についてでありますが、

人的支援につきまして、平成29年度は、役員７

人のうち、県職員１人が常勤役員に、県退職者

１人が非常勤役員になっており、職員数75人の

うち県職員が18人、県退職者が３人となってお

ります。

財政支出としましては、県から委託料や補助

金、交付金等を支出しており、その内訳としま

して、その下の主な県財政支出の内容にありま

すとおり、公立大学法人宮崎県立看護大学運営

費交付金として６億9,938万6,000円、地域貢献

等研究推進事業として2,136万8,000円などと

なっております。

実施事業は、先ほどと重複するので省略いた

します。

活動指標につきましては、県内就職率と地域

貢献事業数を挙げておりまして、県内就職率に

ついては、目標の50％に対しまして、実績が41.1

％で達成度は82.2％、地域貢献事業数につきま

しては、目標の15事業に対しまして16の事業を

行っており、達成度は106.7％となっております。

次のページをお開きください。

財務状況について、損益計算書、貸借対照表、

いずれも先ほど御説明したとおりでございます。

次に、財務指標についてですが、この法人は

営利事業を行う法人ではないため、収支バラン

スを100％以内におさめることを指標としており

まして、目標の100％に対し実績値は98.0％と

なっておりまして、達成度は102％となっており

ます。

次に、総合評価についてですが、これは表の

枠の右上の県の評価のところをごらんいただき

ますと、法人化して初年度の平成29年度は、こ

の表の中の２段落目にございますとおり、活動

指標については、県内就職率が目標には届いて

いないものの、入学者選抜方法の見直しの検討

や合同就職説明会の開催など、県内就職を促進

するための取り組みが行われており、また、地

域貢献事業数も目標を達成しております。

また、財務指標については収入の範囲内で健

全な運営が行われており、組織運営については、

適切な人数で運営されており、職員や教員の能

力向上に取り組んでおります。今後とも、これ

らの取り組みを一層推進し、中期目標の達成に

向け適切な業務運営を行っていく必要があると
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考えております。

これらを踏まえまして、活動内容、財務内容

及び組織運営のいずれもＢの評価としておりま

す。

経営状況についての御報告は以上でございま

す。

続きまして、県立看護大学の業務実績に関す

る評価結果について御説明させていただきます。

お手数ですが、平成30年９月定例県議会提出

報告書（公立大学法人宮崎県立看護大学の平成29

年度の業務実績に関する評価結果について）と

いう薄い冊子をごらんいただきたいと思います。

表紙をめくっていただきますと、ここに書い

てありますとおり地方独立行政法人法の規定に

より報告するものでございまして、さらにペー

ジをめくっていただきますと、宮崎県地方独立

行政法人評価委員会からの評価書を掲載してお

ります。この評価書の概要等につきましては、

常任委員会資料で御説明させていただきますの

で、資料変わってお手数ですが、常任委員会資

料の５ページをごらんください。

公立大学法人宮崎県立看護大学の平成29年度

の業務実績に関する評価結果ということで、ま

ず１の趣旨等についてでございます。

県立看護大学は平成29年４月から公立大学法

人となったことによりまして、地方独立行政法

人法の規定により、各事業年度の業務実績につ

いて、知事の附属機関である宮崎県地方独立行

政法人評価委員会による評価を受けることとさ

れており、その評価結果を今回御報告させてい

ただくものです。

２の評価方法についてですが、法人が作成し

ました平成29年度の業務の実績及び自己評価を

内容とする業務実績報告書を評価委員会で検証

した上で、大学の教育研究等の質の向上に関す

る目標を達成するための措置などの５つの項目

について、評価委員会で項目別評価及び全体評

価を行いました。

評価委員会の開催状況については、ここに記

載しておりますとおり、第１回目で、法人から

の業務実績報告書の説明を受け、委員による質

疑を行った後、第２回目として、質疑を受けた

形で評価を行ったところです。

業務実績評価書の概要についてですが、まず、

（１）として評価委員会の評価の基本方針を掲

げております。

まず、①といたしまして、大学の教育研究の

特性及び大学の自主性・自律性に配慮しつつ、

法人の業務運営の充実・改善に資する。

②評価に関する一連の過程を通じて、法人の

教育及び研究並びに組織及び運営の状況をわか

りやすく示し、社会への説明責任を果たしてい

く。

③本県における看護教育・研究・研修の中核

機関として、法人が実施する地域社会と連携し

た取り組み等について、積極的に評価を行う。

④次期中期目標及び中期計画の検討や法人の

組織及び業務運営の見直し検討に資するという

４つの方針で評価に当たっていただきました。

次に、（２）の評価の結果でございます。まず

全体評価でございますが、ここに記載しており

ますとおり、全体を総合的に見ると、法人化初

年度である平成29年度の業務実績は順調に進捗

していると認められる。これらの取り組みはま

だ緒についたばかりであることから、今後も、

中期目標・中期計画の達成に向け、着実な業務

運営とその成果に期待するという評価をいただ

いたところです。

次のページをお開きください。次に、項目別

評価でございます。
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項目別評価では、ここに記載しておりますと

おり、項目ごとにローマ数字のⅣからⅠの４段

階で評価を行いました。

ここに書いています、ローマ数字のⅣが年度

計画を順調に実施しているということで、一番

高い評価になります。

まず、第１の項目といたしまして、大学の教

育研究等の質の向上に関する目標を達成するた

めの措置でありますが、この評価は上から２番

目のⅢの評価となりました。

判断理由につきましては、卒業研究を評価す

るための基準の作成、あるいは短期海外派遣奨

学金プログラムによる国際化の推進等は評価い

ただいたところなんですが、県内就職率が目標

に届いていないこと、大学院の前期課程におい

て学生数が未充足であったことなどが課題とさ

れており、これらを総合的に判断してⅢ評価と

なったところです。

次に、第２の業務運営の改善及び効率化に関

する目標を達成するための措置についてであり

ますが、これも上から２番目のⅢ評価となって

おります。

判断理由等につきましては、兼業規程等の策

定により教員が社会貢献活動を推進できるよう

にしたことは評価できるものの、学生に対して

の事務局対応について課題が残るとされており

まして、これらを総合的に判断した結果、Ⅲ評

価となったものです。

次に、第３の財務内容の改善に関する目標を

達成するための措置でありますが、これも上か

ら２番目のⅢ評価となっております。

判断理由等につきましては、学生納付金につ

いて、滞納の早期把握に努め、年度内に全て納

付完了となっていることは評価していただいた

んですが、科学研究費助成事業等の外部資金の

獲得、あるいは維持管理費の詳細な把握・分析

について課題とされておりまして、これらを総

合的に判断した結果、Ⅲ評価となっております。

次に、第４の自己点検・評価及び情報の提供

に関する目標を達成するための措置であります

が、これは一番上のⅣ評価となっております。

判断理由につきましては、平成26年度から28

年度までの大学業務全般につきまして自己点検

を実施し、その結果を冊子化して公表している

ことが評価されております。

最後に、第５のその他業務運営に関する重要

目標を達成するための措置でありますが、これ

も一番上のⅣ評価となっております。

判断理由については、大学の安全管理のため

の体制に取り組んでいることが評価されており

ます。

業務実績に関する評価結果については以上で

ございます。

○樋口衛生管理課長 衛生管理課分について御

説明いたします。

お手元の平成30年９月定例県議会提出報告書

の175ページをお開きください。

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センタ

ーの経営状況についてであります。

初めに、概要ですが、同センターは、昭和55

年11月20日に設立され、総出資額780万円のうち、

県の出資額は200万円、出資比率は25.6％となっ

ております。

また、設立の目的ですが、理容・美容・クリ

ーニングなど生活衛生関係営業の経営の健全化

や振興を通じまして、衛生水準の維持向上と、

利用者、消費者の利益の擁護を図ることとされ

ております。

なお、センターは、生活衛生関係営業の運営

の適正化及び振興に関する法律に基づき設立さ



- 43 -

平成30年９月19日(水)

れた法人であり、各都道府県に１カ所設置され

ております。

次に、県関与の状況であります。

人的支援としましては、常勤役員１名と職員

２名の３名が県職員ＯＢとなっており、また、

財政支出等としましては、県からセンターへ、

補助金と委託料を支出しています。

主な県財政支出の内容ですが、まず、①の生

活衛生営業指導事業につきましては、センター

が行います各種の相談・指導に必要な運営費に

対する補助であり、平成29年度決算額は2,878

万5,000円であります。

②の自主衛生管理促進事業は、指導員の巡回

指導により、営業者の自主衛生管理の促進を図

ることを目的とした委託事業であり、平成29年

度決算額は262万2,000円であります。

③の生活衛生関係営業適正化促進事業は、技

術向上や後継者育成などに係る組合への活動支

援や、クリーニング相談専門員の配置及び苦情

相談事業への補助金であり、平成29年度決算額

は111万9,000円であります。

次に、一番下の表の中ほどにあります活動指

標をごらんください。

①の経営指導員の巡回指導数は、目標値を達

成しております。

②の生活衛生営業指導員の巡回指導数につい

ては、達成度が93.8％であり、ほぼ目標に近い

数値となっております。

次の176ページをお願いします。財務状況であ

ります。

表の左、正味財産増減計算書の上から３段目

の当期経常増減額、いわゆる単年度収支をごら

んいただきますと、平成29年度は37万円の黒字

となっております。

これは、クリーニング師研修等事業において、

研修受講者が予定人数を上回ったことにより、

収入増となったものであります。

表の右の貸借対照表をごらんいただきますと、

中ほどの正味財産については、ここ３年間、大

きな変動はございません。

次に、その下の財務指標をごらんください。

①の県補助金比率は88％以内という目標を達

成しております。

また、②の管理費比率につきましては、管理

費をこの数値の範囲内に抑制し、事業費の充実

を図ろうとするものであり、この目標も達成し

ております。

最後に、総合評価でありますが、右側の県の

評価の欄をごらんください。

活動指標に関しましては、目標に若干届かな

い指標もありましたが、今後も各組合等を通じ

て呼びかけるなど、積極的に取り組んでいただ

き、目標を達成することを期待しております。

また、財務面に関しましても、目標を達成し

ておりますが、今後とも自主財源確保への取り

組みを進め、健全な経営に努める必要があると

考えております。

衛生管理課からは以上でございます。

○矢野健康増進課長 健康増進課から、当課で

所管しております２つの法人について御説明を

いたします。

宮崎県移植推進財団については、地方自治法

及び条例に基づく報告、宮崎県健康づくり協会

については、条例に基づく報告をさせていただ

きます。

まず、公益財団法人宮崎県移植推進財団につ

いて御説明いたします。

報告書の33ページをお願いいたします。

33ページに平成29年度の事業報告がございま

す。
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１の事業概要でありますが、臓器移植を普及

促進するため、県民への移植医療の知識や意義

の普及啓発、医療機関への情報提供及び移植医

療が適正に行われるための支援を行ったところ

であります。

この事業実績の（１）の臓器提供者の募集及

び腎臓移植希望者の登録に関する事業といたし

ましては、日本臓器移植ネットワークへの登録

啓発を行う一方、腎臓移植希望者の登録を行っ

ているところです。

平成29年度末現在、県内では67名の方が腎臓

移植の希望の登録をされております。

（２）の普及啓発に関する事業については、

県内各所において、パンフレット配布やポスタ

ーの展示、講演会等のさまざまな啓発活動を行っ

ております。

また、（３）の臓器移植関係機関相互の連絡調

整としましては、医師・看護師を対象とした研

修や関係機関による連絡調整会議を開催してお

ります。

34ページをお願いいたします。

その他、（４）の腎臓移植を希望される方への

登録時の検査料の助成事業、（５）の臓器提供意

思表示カードの配布事業、（６）臓器のあっせん

に関する事業をそれぞれ実施しております。

なお、（６）の事業実績に記載しておりますと

おり、29年度は、あっせんによる腎移植が１件

ございました。

続きまして、35ページの貸借対照表を御説明

いたします。

29年度の資産の合計は5,496万8,502円、負債

合計額は151万1,385円、正味財産の合計は5,345

万7,117円となっております。

なお、正味財産のうち指定正味財産は5,309

万3,500円で、前年度から300万円減少しており

ますが、これは基本財産を取り崩したことによ

るものであります。

次に、36ページをお願いいたします。正味財

産増減計算書であります。

29年度の経常収益は、基本財産の運用益が３

万3,498円、賛助会員からの会費が80万3,000円

のほか、先ほどの基本財産の取り崩しが300万円、

３行下の臓器移植連絡調整者設置事業補助金、

これは県からのもので223万8,000円。その下、

臓器移植ネットワーク等民間団体からの助成金

が150万2,913円、寄附金が合わせて13万2,293円

など、合計770万9,722円となっております。

一方、経常費用といたしましては、コーディ

ネーター及び事務職員の人件費及び交通費、普

及啓発費等となっておりまして、事業費と管理

費を合わせまして770万9,813円となっておりま

す。

続きまして、30年度の事業計画について御説

明いたします。

39ページをお願いいたします。

事業概要につきましては、29年度と同様であ

ります。

30年度も、引き続き事業計画の（１）から（６）

までの事業を行いまして、県内で臓器移植に結

びつくよう臓器移植の普及促進及び医療機関へ

の支援等を行うこととしております。

次に、40ページの収支予算書をごらんくださ

い。

経常収益の合計は1,198万9,000円としており

ます。昨年度から429万5,000円増となっており

ますが、これは、県からの補助金が増額された

ことによるものであります。

増額につきましては、常勤職員を配置し、人

員体制を強化したことに伴うものであります。

経常費用は、事業費と管理費を合わせまし
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て1,221万5,000円としております。

昨年度から465万5,000円の増額となっており

ますが、これは、人件費及び旅費、交通費等の

増額によるものであります。

続きまして、条例に基づく報告をいたします。

報告書の177ページをお願いいたします。

177ページに法人の概要がございます。

総出資額は5,309万4,000円で、うち県出資額

は3,360万7,000円、県出資比率は63.3％であり

ます。

県の関与状況についてでありますが、人的支

援については、平成29年度は、役員８名のうち

県職員が３名、県退職者が１名、いずれも非常

勤となっております。

財政支出としましては、補助金223万8,000円

を支出しておりますが、これはその下にござい

ます、主な県財政支出の内容欄の臓器移植連絡

調整者設置事業、臓器移植コーディネーターの

人件費等に対する補助であります。

また、その他の県の支援等にありますとおり、

事務局を健康増進課の中に置いております。

実施事業につきましては、先ほどと重複しま

すので省略いたします。

活動指標についてでございますが、会議回数

及び臓器提供意思表示カード配布枚数としてお

りまして、腎臓提供協力病院の連絡会議は、目

標値のとおり、２回開催しております。

意思表示カードにつきましては、目標４万枚

に対しまして、実績は３万174枚でありまして、

達成度は75.4％となっております。

現在は、臓器提供意思表示カード以外にも、

運転免許証や健康保険証の裏面、個人番号カー

ドにも意思表示欄が設けられておりますことか

ら、カード配布枚数は目標値には届いておりま

せんが、カード以外のさまざまな様式で意思表

示を呼びかけているところであります。

報告書の178ページをお願いいたします。

財務状況につきましても、先ほど御説明した

とおりでございますが、右側の指定正味財

産5,309万4,000円について、当財団では全額基

本財産に充当しておりますので、１行下のうち

基本財産への充当額の欄に同額を計上しており

ます。

次に、財務指標についてであります。

①の自己収入比率は、経常費用に対する基本

財産運用益等の自己収入の割合でありますが、

目標20％に対して、実績は12.6％となっており

ます。

低金利によって基本財産の運用益は低くなっ

ておりますが、企業や移植医療に関係する医療

機関への訪問に取り組むなど、自己収入の増加

に努めているところであります。

②の自主事業比率につきましては、目標68％

に対して、実績91.7％となっております。

直近の県監査の状況ですが、指摘事項等はご

ざいません。

次に、総合評価についてであります。

枠内の右上の県の評価でございますが、移植

への理解促進や意識向上のためのイベントや移

植医療体制強化のための連絡会議が開催され、

賛助会員の募集についても、企業、医療機関等

への訪問により募集活動が実施されていること

は評価できますが、組織体制が脆弱であるため、

一層組織体制の強化が求められるとしておりま

す。

このため、今年度から常勤１名を雇用するな

ど、一定の改善がなされているところでありま

す。

最後に、平成29年度の活動内容及び財務内容

はＢ、組織運営はＣとしております。



- 46 -

平成30年９月19日(水)

移植推進財団については、以上でございます。

続きまして、179ページ、公益財団法人宮崎県

健康づくり協会について御説明いたします。

一番上の表、概要をごらんください。

中ほどの総出資額は3,000万円で、県出資額

は800万円、県出資比率は26.7％であります。

特記事項の欄に掲載しておりますとおり、各

種健診事業が当協会の主要な事業であります。

自主財源の大部分が、当該事業収入によるもの

であります。

次に、県関与の状況についてであります。

人的支援につきましては、平成29年度は、役

員11人中３人が非常勤の県職員、また、職員と

して２人の県職員が派遣されております。

なお、平成30年度は、役員11人中１人が常勤

の県職員、３人が非常勤の県職員であり、職員

として、引き続き２人の県職員が派遣されてお

ります。

財政支出といたしましては、平成29年度にお

いて、委託料１億478万8,000円を支出しており

ます。

その右側の欄の県職員人件費でございますが、

平成29年度は1,264万8,000円を支出しておりま

す。

主な県財政支出の内容は、下の欄の①から④

のとおりであります。

このうち、県の財政的関与の大部分を占めて

おります①の宮崎県健康づくり推進センター管

理運営委託についてでありますが、このセンタ

ーは、１、健康づくりの施策に関する調査研究、

２、健康増進に関する普及啓発、３、市町村等

関係機関への技術支援を基本的な柱とする事業

に取り組んでおります。

その管理運営委託として、平成29年度は6,248

万2,000円を支出しております。

次に、実施事業につきましては、①の各種健

診（検診）及び検査事業から、ただいま御説明

しました⑨の宮崎県健康づくり推進センターの

管理運営まででありまして、①の健診事業が主

要なものとなっております。

次に、活動指標についてであります。

①基本（特定）健康診査実施件数につきまし

ては、平成29年度の年間実施件数の目標値３万

件に対し、実績値は２万3,920件、達成度は79.7

％となっております。

②市町村、事業場等の健康指導受講者数につ

きましては、年間延べ受講者数の目標値5,000人

に対して、実績値は5,666人で、達成度は113.3

％となっております。

③ホームページアクセス数については、年間

アクセス件数の目標値２万6,000件に対し、実績

値は３万1,455件で、達成度は121.0％となって

おります。

180ページをお願いいたします。

財務状況についてであります。

表の左側、正味財産増減計算書をごらんくだ

さい。

平成29年度についてであります。表の一番上

の経常収益は15億6,389万3,000円、その下の経

常費用は15億8,489万円であります。中ほどの当

期一般正味財産増減額は、マイナス2,109万7,000

円、その２つ下の一般正味財産期末残高は12

億3,479万5,000円、その下の当期指定正味財産

増減額は1,725万9,000円、２つ下の指定正味財

産期末残高は8,636万8,000円となり、その結果、

一番下の正味財産期末残高は13億2,116万3,000

円となっております。

表の右側の貸借対照表をごらんください。

平成29年度は、資産が19億5,574万8,000円、

負債が６億3,431万5,000円となり、その結果、
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正味財産は13億2,116万3,000円となっておりま

す。

次に、財務指標でありますが、①管理費比率

につきましては、平成29年度の経常費用に対す

る管理費の割合は、目標3.9％に対し、実績値

は3.6％、達成度は107.7％であります。

②人件費比率につきましては、経常費用に対

する人件費の割合の目標値60.0％に対し、実績

値は58.6％、達成度は102.3％。

③収支比率については、事業収益に対する事

業費の割合の目標値93.9％に対し、実績値は97.8

％、達成度は95.8％となっております。

直近の県監査の状況ですが、指摘事項等はご

ざいません。

次の、総合評価の欄の右上の県の評価につい

てであります。

活動指標については、基本（特定）健診実施

件数が、目標値を下回ったものの、前年度より

件数が増加しており、またその他の指標につい

ても、目標値を達成していることから、評価で

きると考えております。

財務指標については、管理費比率、人件費比

率は目標値を達成しております。

一方、収支比率については、目標値を下回っ

ておりますが、健診体制の充実・強化を図った

結果、一時的に減価償却費が増加したことによ

るものでありまして、引き続き財務改善に取り

組む必要があります。

今後とも、効果的な事業計画の策定と着実な

実施が求められていると考えております。

最後に評価でありますが、活動内容をＢ、財

務内容及び組織運営をＡとしております。

宮崎県健康づくり協会については、以上であ

ります。

○太田委員長 報告事項について説明が終了し

ましたが、ここで暫時休憩いたします。

午後２時48分休憩

午後２時55分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

執行部の説明が終了しておりますので、報告

事項についての質疑はありませんか。

○矢野健康増進課長 済みません。先ほど丸山

委員のほうから御質問がありました件について、

御回答させていただきます。

安心してお産のできる体制推進事業について

でありますが、宮崎大学医学部附属病院と国立

病院機構都城医療センターについては、国から

直接これまで行っていたものが、今年度からは

県を通して行く形に振りかわったという形に

なっております。確認がとれましたので、御報

告いたします。

○太田委員長 それでは、質疑に入ります。委

員の皆さんから何かありましたら。

○丸山委員 看護大のほうでまず聞きたいのが、

報告書より、まず評価委員会というのがあるん

ですが、評価委員はどんな方々がなっていて、

どういう評価をされているのか、全然わからな

いものですから、メンバーをまず教えていただ

くとありがたいかなと思っているんですが。

○久保医療薬務課長 評価委員会は、法人運営

のチェック機関として設置されたものでござい

まして、委員長は宮崎大学の理事兼副学長の伊

達先生、そのほか委員としまして県の医師会長、

看護協会長、公認会計士、あと大分県立看護科

学大学の学長にも就任いただいて、５名のメン

バーで構成されております。

○丸山委員 看護大の目標として、県内就職を50

％ということで、今回も41％程度で達してない

ものですから、補助金も含めて県の関与が非常
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に強いはずなのに、人材確保をしっかりやって

ほしいと思っているもんですから。本来は60

％、70％ぐらいに持っていってほしいなと思っ

ているんですが、41％は非常に低いなと思って

います。今年度も事業計画の中に入試制度改正

とか、いろんなことが書いてあるんですが、具

体的には何を変えて、県内出身者の入学者がふ

えたのかというのを含めて、何か報告があれば

教えていただくとありがたいかなと思っている

んですが。

○久保医療薬務課長 入試制度の変更というか、

推薦入試の枠を今少しずつ変えて、県内出身者

をふやそうという形で今大学のほうで検討をし

ているところでございます。

具体的にそれで県内の出身者が大幅にふえた

かというと、まだ過去５年間では大体６割が県

内、県外が４割という数字でございまして、評

価にもございましたとおり、まだ始めたばかり

の取り組みということで、平成９年に学校が設

立されておりますけれど、法人化されて、もう

少し時間がかかるのかなと。

先ほど評価委員会のほうでも同じような、や

はり40％台というのは低いという御意見がござ

いまして、ただこれも大学だけの取り組みでは

なくて、全体で、関連機関等とも協議しながら

進めていく問題ではないかという委員からの御

意見もございまして、そういった点を踏まえて、

今看護大学と私どものほうで、どうやったらう

まく目標を達成できるかというところを検討し

ているところでございます。

○丸山委員 ７億円以上の運営補助金が行って

いるということで、しっかり人材確保をやって

いただきたいなと思っています。あと、一般質

問でも出ましたが、特定医療行為とか、認定看

護師に関していろんなことをしないといけない

のに、まだ宮崎県はおくれているというふうに

聞いているもんですから、その辺の取り組みに

ついても、認定看護師について少し触れられま

したけれど、本当に看護大のおかげで認定看護

師が多いのか、まだほとんど進んでない状況も

あるもんですから、その辺の議論というのは、

何かやっていらっしゃるんでしょうか。

○久保医療薬務課長 おっしゃるとおり、認定

看護師のコースの数とか、議会でも出ました特

定医療行為の問題がございます。こちらの件に

つきましても、実際看護大のほうとも事務レベ

ルではいろいろ意見交換しておりますが、まだ

今、そこをどうやってやっていけばいいのかと

いうところは、検討している段階でございまし

て、明確にお示しできるほどまでは、まだ高まっ

ていない状況でございます。

○丸山委員 ぜひ、県立大学ですので、県に貢

献できる形をしっかり出していかないと、何の

ための県立大学なのかと思われますので、その

辺をしっかりとやっていただきたいと思ってお

ります。

あと就職率がなぜ40％なのか。県外出身者が

多過ぎるということなのか。もしくは県内の高

校生が宮大、県立看護大学に行かずに、ほかの

県へ行き過ぎているのかということになると、

教育委員会との連携とかも含めてやっていかな

いといけないんじゃないかと思うんですが、そ

の辺はやっていらっしゃるんでしょうか。

○久保医療薬務課長 教育委員会との連携とい

う意味では、当然、高校への訪問という形で、

看護大学独自でも動いておりますし、私どもと

いたしましても、看護師のみならず、医学部へ

の進学等の問題もございますので、常に教育委

員会とは綿密に連携をとらせていただいている

ところでございます。
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○外山委員 ずっと何年も見ていて、入学者の

比率としては県外のほうが多いんですかね。県

内、県外、半分半分な感じ。これ県内の生徒数

がふえない理由というのは、どこにあるんだろ

う。受からないの。

なぜかというと、いつも県内に残らないと言

うけれども、県外から来ている人が戻るのは必

然的、当たり前じゃないですか。いつまでたっ

ても半分しか残らないと。県内出身の生徒をふ

やせば、県内に残る比率は高まると思うんだけ

れども、どういう理由で、それだけ応募者がい

ないということなのかな。なぜふえないんだろ

う。県内の学生が、７割、８割にならないのか

な。

○久保医療薬務課長 なぜふえないかというの

は、大変難しい質問でございますが、ずっとデ

ータを見ていますと、県内６割、県外４割とい

う形で、入学倍率も大体３倍ぐらいで推移して

いますので、応募者数もそう変わっていない状

況でございます。

先ほど申しましたように、今教育委員会等に

もそういったところを、もう少し詳細に対応し

ていこうかなということで、検討はしていると

ころでございますが、分析をもう少し進めてま

いりたいなというふうに考えているところです。

何としてもふやす方向で頑張っていきたいと

思っております。

○外山委員 いつも思うんです。毎回、半分し

か残らないとか言うけれども、当たり前じゃな

いのかなと。例えば大分から、山口から、福岡

から、熊本から来ている人は、地元に帰りたい

わね。だから、そもそも学生の比率がそうなの

で、県内就職率を上げようと思っても、なかな

か難しいと思うんですけれど、それはいつも思っ

ていることだったもんだから。

○太田委員長 要望ということで。

○外山委員 はい。

○太田委員長 ほかにありませんか。

○井上委員 今、外山委員も言われましたけれ

ど、学生支援のところは、評価委員会が書いて

いるとおりだと思うんです。１回、都会に出て

みたいという人たちは、絶対にある程度の数は

いると思うので、その人たちのことを考えれば、

Ｕターン卒業生に関する医療機関との情報交換

とか、このあたりはもう少し、同窓会を含めて

丁寧にやって、いろいろな宮崎県の情報等、そ

れから県立病院のバスツアーに参加しましょう

とか、学生でいるうちにもっと密にいろんなこ

とをやっていくということは必要なんじゃない

でしょうか。

これやってもやっても、多分一緒なんだろう

ね。県外に行きたい人たちも多いわけで、何か

の機会がない限りは県外に行けないわけだから、

だからそこはある程度しようがないとしても、

Ｕターンをどうやってさせていくのかというこ

とを、もっと丁寧にやっていただけたらなと思

うんですけれど。これもずっと変わらないもの

ね。一緒のことをやっておられて、一緒の結果

を見ているという状態なのだけれど、そこにつ

いてはもっと強化していく必要があるんじゃな

いかなと思うんです。

○久保医療薬務課長 委員御指摘のとおり、評

価委員会の評価書にも、４ページの下から３つ

目の丸のところに書いてあるんですけれども、

評価委員会からもこういった御意見をいただい

たということで、看護大学のほうもこの評価を

真摯に受けとめまして、また私どものほうとい

たしましても、ここにつきましてもう少し丁寧

にやっていかないといけないんじゃないかなと

いうことで、今、検討を進めている状況でござ
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います。

○井上委員 ふるさとに帰りたいと思う時期と

いうのがあると思う。だから、そこを含めてい

ろんなことが本人にしっかりと伝わらないと、

宮崎ってこうですよというのが伝わらないと、

その人の一生を左右することだから。もう少し

丁寧に、テーマに沿ったというか、本人たちに

フィットするような内容を提供するということ

をやっていただきたいと思います。

○日高副委員長 社会福祉事業団の実施事業に

ついてなんですけれど、民間に委託はできるも

のはないんですか。

○池田指導監査・援護課長 この215ページの下

から３段目の実施事業、社会福祉施設11施設の

運営などがございますけれども、これ自体を社

会福祉事業団が運営しております。社会福祉事

業団は、今や一社会福祉法人でございまして、

県の関与も非常に薄くなっている団体でござい

ます。ですから、民間に委託というより、社会

福祉事業団がみずから行っている事業というこ

とになります。

○日高副委員長 だから社会福祉事業団という

のは、言ってみれば、行政が関与している事業

団ですよね。民間事業所に委託することも、と

いうのは老朽化して施設の建てかえなんかに

なったら、県が出すんですよね。

○池田指導監査・援護課長 社会福祉事業団は、

もともとは県立の福祉施設を運営する団体とし

て設立されたものでございますけれども、公社

等改革の流れの中で、平成18年に県が県立の福

祉施設の土地建物を無償譲渡しまして、民間の

社会福祉法人として独立しています。

ですから、これらの運営につきましては、全

て一法人として運営しているものでございまし

て、基本的に県の関与というものはない状況で

ございます。

○日高副委員長 人的支援等は入っていますよ

ね。ここの部分だけ入ってなくて、県の支援が

全体の中ではあるわけですよね。

○池田指導監査・援護課長 今現在、県の社会

福祉事業団への関与といいますと、県のＯＢを

要請受けて派遣しているというのが一つござい

ます。あともともとの土地建物というのは、県

の所有でございましたので、無償譲渡している

というところの関与はございますけれども、そ

れを運営しているのは、今社会福祉事業団その

ものでございます。一民間法人として運用して

いる状況でございます。

○日高副委員長 もともと県の関与があったと

ころですよねという話ですよ。この事業団につ

いては、半官半民みたいなところあるじゃない

ですか。民間の施設でできる分は民間にやると

いうことは当然必要なこと。本当の役割、民間

との競合、今は役割を担っているからといって

も、もともと関与はあるから、事業所にそういっ

た、できる分は回していいんじゃないか。競合

することはないのかなという気がしているもの

ですから。

○池田指導監査・援護課長 説明の繰り返しに

なって申しわけないんですけれども、今社会福

祉事業団につきましては、社会福祉法人として、

一般の社会福祉法人と全く同列の扱いになって

おります。そういう意味では、民間として実施

している事業ということになります。

○日高副委員長 例えば県が補助を出している

事業とかありますよね。自主的にやっている事

業もあります。ひっくるめての収支決算ですよ

ね。ということは半官半民という役割があると

思うんですよね。ほかの一般事業所が県からこ

んな委託料なんか出してもらうことは、まずな
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いじゃないですか。県が委託する部分の主な県

財政支出の内容のところ、生活支援事業とか、

障がい者雇用コーディネーターとか、こういっ

たことはいいんですよ。こういったことは当然

行政がやっていかないといけない。一般の本当

の民間がやっている福祉施設の運営とか、居宅

事業運営なんかは、これは一般の社会福祉法人

とか株式会社とか、いろいろ宮崎県内にいっぱ

いありますよね。そういったところに委託した

ほうがいいんじゃないかって話です。

○横山福祉保健課長 215ページの主な財政支出

の内容の②に地域生活定着促進事業というのが

ございまして、これにつきましては平成29年度

までは社会福祉事業団に委託しておりました。

この事業は、平成22年度から毎年度コンペ方式

で、事業をしたいという事業者に手を挙げてい

ただいて、その中から選定を行っていたところ

です。平成22年度から29年度までは、事業団が

選定されてきましたが、今年度は事業団が応募

されなかったということで、違う団体が受託を

しておりまして、そのような形で必ずしも事業

団でないものもあるということでございます。

お答えにはなっていないかもしれませんけれど、

そういった動きもあるということでございます。

○川添福祉保健部次長（福祉担当） 社会福祉

事業団は、今指導監査・援護課長が説明しまし

たように、今民間の社会福祉法人になっていま

して、県が関与できない状況です。見られたと

おり、ＯＢの方はいらっしゃいますけれども、

今のところは県の職員は役員として入っていま

せんから、意思決定には入っていけませんので、

もし下のほうの実施事業を委託とか、他の会社

がやれば、社会福祉法人は事業の指定の取り消

しとか、事業をやめないといけない状況になり

ます。先ほど福祉保健課長等が言っていました、

主な財政支出の内容のところの委託事業等を違

うところに委託するというのは、県のサイドで

工夫はできるんですけれども、ただ県の関与す

る法人に出してもらうから、あくまで県が関与

している法人には間違いないということです。

○丸山委員 同じく社会福祉事業団ですけれど

も、老朽化対策の確実な実施が求められるとい

うことなんですが、11施設あって、かなり老朽

化しているものもあると思うんですが、普通の

社会福祉法人は、内部留保金をうまく使って建

てかえていくというような手法をとっているん

ですが、内部留保金とかはどんな感じで、どん

なイメージで考えていると理解すればよろしい

でしょうか。

○池田指導監査・援護課長 社会福祉事業団

の11施設、確かにかなり老朽化が進んでおりま

す。今、内部留保の話が出ましたけれども、施

設整備の積立金ですけれども、今32億ございま

す。

しかし、32億ではとても足りない状況でござ

いますので、今回この事業団におきましては、

第４次の経営計画を立てておりまして、その中

で経営基盤の確立を図っていくとともに、老朽

化の対策として計画的に修繕を進めると。そし

てまた、多くの建物が老朽化していることから、

将来の整備に向けて、今資金計画を立てている

ところでございます。

ですから、今現時点で具体的な計画があるわ

けではございませんけれども、また今後、資金

計画も含めて予定をされているところでござい

ます。

○丸山委員 県が何年か積み立てた補助金みた

いな事業があったような気がするんですが、こ

の内部留保金というのは、それでもなくて、民

間的な、純粋な事業で蓄えた32億と考えていい
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のか教えていただきたい。

○池田指導監査・援護課長 社会福祉事業団が

自立化したのは平成18年でございますけれども、

このときまだ赤字体質でございましたので、平

成17年度から21年度までの５カ年間、自立化交

付金を40億円交付しております。これにつきま

しては全て使い切っておりまして、今積み立て

た額というのは、純粋に利益の中から積み上げ

たものでございます。

○丸山委員 実際11施設あるものですから、ど

ういった計画を。県は指導できないということ

ですよね。なかなか入りづらいんですよね。我

々報告を受けていて、どういうふうにアドバイ

スなりをやっていくのかなと。どうやってやっ

ていくつもりなんでしょうか。

○池田指導監査・援護課長 事業団では今まで

も、例えば都城市にあります特別養護老人ホー

ムの建てかえをしたりとか、あるいは福祉施設

の建て増しをしたりとか、そういった個別の計

画は持っておりましたけれども、全体的な計画

につきましては、まだこれから資金計画も立て

ながらやっていくということで伺っております。

○丸山委員 第４次の経営計画に基づいてとい

うことで書いてあるもんですから、しっかり履

行できるようにしていただきたいのと、純粋な

民間であると、県の自立化交付みたいな補助金

はないんだよという認識を持ってもらって、しっ

かり運営していただくように指導をお願いした

いと思っています。

○太田委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 ないようですので、その他報告

に関する説明を求めます。

○久保医療薬務課長 医療薬務課でございます。

医師修学資金貸与制度の返還免除条件の一部

変更について説明させていただきます。

常任委員会資料の７ページをお開きください。

まず、１の概要についてでございます。

医師修学資金は、平成18年度に制定した条例

に基づき、将来、医師として県内の医師が不足

する医療機関に従事しようとする医学生に貸与

するものでございまして、現在、100名の医学生

がこの制度を利用されています。

この資金を貸与されて医師になられた方、貸

与医師と申しますが、この方は貸与期間の２倍

の期間までの間に、指定医療機関等で貸与期間

に相当する期間、医師として従事するという義

務を果たすことで、医師修学資金の返還が免除

されるという仕組みになっております。

資料には記載しておりませんが、具体的に申

し上げますと、大学で６年間、１年生で資金を

借りられて、６年間この資金を借り続けた方は、

医師の免許取得修了してから臨床研修が２年間

ございますが、その臨床研修修了後、貸付期間

の２倍に相当する期間、つまり12年間ですが、

そのうちの６年間を県の指定する指定医療機関

等で医師として働くことで返還が免除されると

いう仕組みになっております。

しかしながら、ことしの４月から始まりまし

た専門医研修制度におきまして、貸与医師の方

が県内で、臨床研修が終わってから、その次、

いよいよ義務を果たすというときになっての最

初の３年間は専門研修を受けるということがご

ざいます。その場合、キャリア形成に支障が生

ずるおそれが出てまいりましたことから、今回

このような変更を行うものでございます。

例えば、貸与医師が県内で産婦人科の専門医

を目指して勤務をしていただく場合なんですけ

れども、一般のルートでいきますと、まず宮崎

大学附属病院で専門研修を受けて、それから指
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導医のいる関連病院で研修を重ねるということ

になりますが、現行の制度では宮崎大学医学部

附属病院は指定医療機関となっておりませんし、

指導医のいる関連病院が必ずしも現行の指定医

療機関になっているとは限りませんので、この

期間は、義務を果たすことができないまま、せっ

かく県内で産婦人科の専門医になろうと頑張っ

ていただいているのに、医師修学資金の返還が

免除にならない状況が生じてしまいます。

また、診療科につきましても、現行ですと僻

地の公的医療機関に勤務する場合は、診療科を

問いませんが、僻地及び宮崎市を除く公的医療

機関で勤務する場合は、小児科や産科等の特定

診療科に限定をしているため、例えば、整形外

科や脳神経外科等で従事する場合も医師修学資

金の返還免除の対象とならないこととなりまし

て、これらの診療科の医師確保に支障が生じる

おそれがございます。

そこで、２の一部変更の内容にありますとお

り、現行の指定医療機関等に、専門研修を実施

する医療機関を追加するとともに、特定診療科

を専門研修の基本領域である19領域とすること

としました。

具体的には、指定医療機関等については、１

つ目の四角にありますとおり、現在、僻地の公

的医療機関が17機関、それから特定診療科のあ

る公的医療機関が８医療機関の計25機関なんで

すが、２つ目の四角にありますとおり、①の専

門研修を実施する医療機関を追加することとし、

新たに下線が引いてございます大学附属病院、

国立病院や医師会立病院、民間病院等50機関を

追加することといたしました。

また、診療科につきましては、②にあります

とおり、専門研修の基本19領域としまして、現

行の小児科、麻酔科等の特定診療科に加えまし

て、新たに下線が引いてございます整形外科な

どの15の診療科を追加します。

なお、僻地の医療機関を初めといたしまして、

医師が不足する地域への貸与医師の派遣につき

ましては、これまで以上に宮崎大学や県及び市

町村等で調整をしてまいることとしております。

また、３の実施時期につきましては、今年度

既に、今回追加される医療機関で、専門研修を

受けている貸与医師がいらっしゃることも踏ま

えまして、平成30年４月１日からとしたいと考

えております。

私からの説明は以上でございます。

○矢野健康増進課長 健康増進課から、２つ、

御報告をいたします。

まず、肝炎医療費助成事業における肝がん・

重度肝硬変患者への対象拡大について御説明い

たします。

委員会説明資料の８ページをお願いいたしま

す。

１の背景・理由でありますが、肝炎医療費助

成事業は、Ｂ型及びＣ型肝炎ウイルスによる慢

性肝炎患者の医療費助成を行う事業であります。

平成30年６月27日付で国が定めた実施要綱に

基づきまして、これまでのウイルス性肝炎患者

だけでなく、病態が進行した肝がん・重度肝硬

変患者を医療費の助成対象として拡大するもの

であります。

２の対象拡大となる医療費助成の概要であり

ますが、（１）の拡大となる助成対象者は、Ｂ型

及びＣ型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度

肝硬変の患者で、年収約370万円未満の方が今回

の対象となります。

なお、今回対象拡大となる患者の方は、年間

約140名程度と見込んでおります。

（２）の助成対象となる医療は、指定医療機
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関における入院医療で高額療養費制度の負担上

限額を超える月が過去１年間で４カ月目以降と

なる場合になります。

なお、経過措置によって、指定医療機関につ

いては、平成30年４月１日までさかのぼって指

定を受けていたものとみなして適用することが

できるとなっております。

（３）の助成対象となる場合の自己負担月額

は１万円となります。

（４）の助成の開始時期については、平成30

年12月診療分からと考えております。

３の今後のスケジュールでありますが、まず、

９月から指定医療機関からの申請及び指定を行

いまして、10月から助成希望者からの申請の受

け付け、11月から助成対象者の認定、参加者証

の交付を行いまして、12月診療分から助成を開

始する予定としております。

説明は以上であります。

続きまして、厚生常任委員会資料の別冊の旧

優生保護法に関する調査結果等についての資料

をごらんください。

この資料は、本体と４ページ目以降の別紙１

から６までで構成されております。

まず初めに、これまで実施してきた調査の全

体像について御説明いたしますので、お手数で

すが、４ページ目の別紙１をお願いいたします。

これまで調査の経緯等を図で示しております。

左側の列は県が保管する資料の調査、右側の列

は県以外の、例えば医療機関、福祉施設等など

が保管している資料の調査であります。それぞ

れにつきまして、調査の経過を示しております。

まず、左側の列の県が保管する資料について

御説明をいたします。まず、１にございますと

おり、ことしの４月に厚生労働省からの調査依

頼がありまして、その後、６月定例県議会の一

般質問、７月の閉会中の厚生常任委員会におき

まして結果を報告させていただいたところです。

さらにその後、２にございますとおり、個人が

特定できる資料が確認され、それを受けまして、

４にございますとおり、県独自の調査を実施し

てまいったところであります。

次に、右側の列、県以外が保管する資料につ

いてでありますが、ことしの４月に厚生労働省

から資料の保全依頼がありました。その後、３

にございますとおり、７月に厚生労働省から調

査の依頼があり、昨日まで調査を実施してまいっ

たところであります。

さらに、この調査で個人が特定できる資料が

確認されたという報告があった２施設につきま

して、県独自の調査として、さらに具体的な内

容を調査しております。

これらの詳細な調査結果につきまして、順に

御説明をいたします。

なお、図中の１から４までの番号を振ってあ

る項目につきましては、それぞれ本文の項目番

号と一致するように作成しております。

お手数ですが、１ページ目にお戻りください。

１の厚生労働省からの依頼による調査につい

て御説明をいたします。

４月25日に厚生労働省から旧優生保護法に関

連する県が保有する資料についての調査依頼が

あり、７月19日の閉会中の厚生常任委員会で結

果を御報告させていただきました。

（１）の調査対象につきましては、福祉保健

部本庁、保健所などを調査しております。

（２）の調査結果としまして、６月29日の時

点において、個人が特定できる資料の存在を組

織的に把握できていなかったため、７月19日の

厚生常任委員会において、個人が特定できる資

料は存在しない旨の報告をしたところでありま
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す。

なお、この時点において一部の職員が個人が

特定できる資料の存在を認識していたにもかか

わらず、部局内及び関係部局間の情報共有の不

足により組織的な把握に至っておりませんでし

た。

次に、２の個人が特定できる資料の確認につ

いて御説明をいたします。

厚生常任委員会が開催されました７月19日の

夕刻、総務部総務課より、個人が特定できる資

料が確認された旨、健康増進課に報告があった

ため、県文書センター及び書庫の再調査を行い

ました結果、下記の（１）に示すとおり、個人

が特定できる資料の存在が確認されました。こ

の結果は７月27日に公表しております。

（１）の確認された資料と個人が特定できた

人数ですが、資料アの昭和30年度の「公衆衛生」

という簿冊に手術実施が17人、資料イの昭和40

年の「優生保護審査会」において手術実施が８

人、手術決定が11人、資料ウの平成８年度「優

生保護審査会」に、手術の申請の有無は不明で

すが、１人の記録がございまして、合計37人の

個人が特定できる資料が判明いたしました。詳

細は５ページの別紙２にまとめております。こ

ちらにつきましては後ほどごらんいただければ

と思います。

次に、（２）の資料アからウがあることが判明

した経緯でありますが、資料アとイは、県文書

センターに保管されておりましたが、非常に秘

匿性の高い個人情報が含まれていることを理由

に、昨年度、総務課の職員が検索リストから削

除し、閲覧できないようになっていたため、そ

の後、健康増進課が行った調査において、資料

を確認することができなかったものであります。

こうした中、１の厚生労働省からの調査依頼

を契機に関係職員の聴取や、県文書センター内

の再調査を実施したところ、ア及びイの資料を

確認したものであります。

また、資料ウは、県文書センターに移管する

前の一時保管用の書庫で発見されましたが、こ

れは、健康増進課が行った調査において、当該

書庫の調査が漏れており、資料アとイの発見を

きっかけに行った再調査の中で発見に至ったも

のであります。

この経緯につきましては、６ページの別紙３

に記しておりますので、後ほどごらんいただけ

ればと思います。

（３）の７月19日の厚生常任委員会で報告で

きなかった理由でありますが、関連する資料の

調査が不十分であったこと、所属内及び所属間

の情報共有が不十分であったこと、適正な文書

の取り扱いが不十分であったことが挙げられま

す。

以上の一連の経緯によりまして御報告がおく

れてしまいましたことを、この場をおかりしま

して深くおわびを申し上げます。

次に、２ページをお開きください。

３の厚生労働省からの依頼による調査につい

て御説明いたします。

７月13日、厚生労働省より、医療機関、福祉

施設及び市町村に対し、優生手術に関する個人

記録の保有状況に関する調査を実施するように

依頼を受けまして、調査を行っております。回

答期限は９月21日となっております。

（１）の調査対象でありますが、①の県実施

分としまして、医療機関609施設、福祉施設46施

設及び宮崎市以外の25市町村に対し調査を行い

ました。

②の宮崎市実施分は、宮崎市内の医療機関426

施設、福祉施設７施設となっております。



- 56 -

平成30年９月19日(水)

（２）の調査結果であります。９月18日時点

の回答状況及び調査結果でありますが、医療機

関からの回答が1,035施設中※717施設であり、個

人の記録について、②の「ある可能性がある」

と回答した施設が１施設ありました。

次に、福祉施設からの回答は53施設中51施設

であり、個人の記録について、①、「ある」と回

答した施設が２施設ありました。

市町村からの回答は25市町村でありまして、

全て③の「ないまたはない可能性が高いと思わ

れる」の回答でありました。

なお、①の「ある」または②の「ある可能性

がある」と回答した３施設に対しましては、次

の４で御説明いたしますとおり、県独自の取り

組みとして具体的な内容を調査しております。

次に、４の県独自の調査について御説明いた

します。

先ほど２で御説明いたしましたとおり、７月

に個人が特定できる資料が確認されたことを踏

まえまして、８月以降、県独自の調査を実施し

ております。

まず、県内３カ所の福祉こどもセンターに保

管されております療育手帳の交付に関連して作

成される個人別の台帳の調査しました。これは

７月に確認された資料イ、昭和40年の優生保護

審査会の資料におきまして、優生手術の実施が

決定された方の中に療育手帳をお持ちの方が複

数名含まれていたことを踏まえて調査したもの

であります。

次に、過去に優生保護相談所を設置しており

ました保健所及び現在の福祉保健部以外で、平

成10年度の組織再編以前に保健衛生関連の業務

を行っておりました部署の執務室内や書庫につ

いて、福祉保健部の本庁職員が直接出向いて調

査をいたしました。

さらに、さきの３の調査にございました優生

手術に関する個人記録が「ある」または「ある

可能性がある」と回答した３施設に対しまして、

具体的な内容の調査をいたしました。

（１）の調査対象につきましては記載のとお

りであります。

（２）の調査結果でありますが、まずアの福

祉こどもセンターの調査におきまして、優生手

術の実施に関連する記述が含まれる資料が、合

計13人分確認されております。

内訳は、精神薄弱者更生相談台帳に６人、う

ち手術実施が確認できる者が３人、知的障害者

更生相談台帳に６人、うち手術実施が確認でき

る者が２人、児童福祉台帳に１人、うち手術実

施が確認できる者が１人となっております。

この詳細につきましては、７ページの別紙４

に記載しておりますので、後ほどごらんくださ

い。

次に、イの保健所の調査におきましては、高

千穂保健所におきまして、「文書綴（昭和26年）」

の資料の中に高千穂地区優生保護審査会委員の

委嘱に関連する資料が確認されました。

ウの個人の記録があると回答した民間の施設

の調査につきましては、２つの福祉施設におい

て合計３人分の記録が確認されました。３人と

も手術の実施が確認できるものでありまして、

詳細につきましては、８ページの別紙５に記載

しておりますので、こちらも後ほどごらんいた

だければと思います。

続きまして、５の御説明をいたします。

以上、１から４の各種調査の結果を踏まえま

して、現時点で県として確認している個人が特

定できる資料及び人数をまとめております。そ

の総数としましては、手術実施が確認できる者

※次ページに訂正発言あり
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が合計34人、手術決定が確認できる者は合計11

人、不明が８人の合計53人となっております。

なお、米印の１にありますとおり、手術実施

が確認できる34人のうち、９人については、本

人同意が不要な４条・12条の優生手術であるか

どうかは不明でありますので、本人の同意が不

要な優生手術として確認できる件数は25人とな

ります。

また、米印の２の印がありますケース記録３

人につきましては、県として氏名は把握してお

りません。このため、米印３の印のあります53

人につきましては重複している可能性があるこ

とを申し添えます。

なお、衛生統計年報によりますと、本県の本

人同意が不要な４条・12条の優生手術の実施件

数は、合計283人となっております。

詳細につきましては、９ページの別紙６にご

ざいますので、こちらもごらんください。

最後に、６のその他の取り組み状況を御説明

いたします。

（１）の相談窓口についてでありますが、平

成30年４月24日、健康増進課内に旧優生保護法

に関する相談窓口を設置し、電話、電子メール、

来所等による相談を受け付けております。

これまで４件の相談に対応しております。う

ち２件が本人及び本人の御家族と名乗られる方

からの相談となっております。

（２）の国への要望についてでありますが、

法律を制定した国の責任において、速やかに必

要な救済措置が講じられるよう、全国知事会を

通して８月14日に国へ要望しているところでご

ざいます。

説明は以上です。

○太田委員長 執行部の説明が終了しました。

その他報告事項についての質疑を求めます。

何かありましたら。

○矢野健康増進課長 済みません。ただいまの

旧優生保護法に関する説明で、私が間違ったこ

とを申しておりましたので、訂正させていただ

きます。

２ページの３の厚生労働省からの依頼による

調査の（２）の調査結果の部分ですが、医療機

関からの回答を先ほど717と申しました。720で

すので、書いてあるものが正しい値でございま

す。申しわけございませんでした。

○太田委員長 それでは、質疑を求めます。

○岩切委員 基本的なところで確認したいんで

すけれども。単純な確認なんですけれども、た

またま昭和30年度の公衆衛生という簿冊と昭

和40年、平成８年度の優生保護審査会の資料が

見つかったんですけれど、間、間にあるのは見

つからないという理解でよろしいですか。

○矢野健康増進課長 優生保護審査会の資料に

つきましては、５ページの別紙２の右上にござ

いますが、平成７年度の資料もございました。

ただこれに個人を特定できる記述はございませ

んでした。その他の優生保護審査会の資料につ

きましては、年度ごとに作成されていてもおか

しくないものではあると思われますが、残念な

がら現時点で確認できておりません。

公衆衛生の簿冊につきましては、周辺のほか

の年度の簿冊もございますが、優生保護に関連

する記述、個人が特定できる記述がございます

のは、昭和30年度の簿冊のみとなっております。

○岩切委員 一般に保存年限を超えていると思

われる資料がたまたまあったということだろう

と思うんですが、そういう保管ルールのよしあ

しもあるんですけれど。もう一つ確認したいの

は、公衆衛生に17人分の個人が特定できるデー

タがあったということなんですけれども、個人
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が特定できるというレベルの問題なんですが、

氏名とか住所とか生年月日とか、個人が特定で

きるデータはいろいろあると思うんですけれど

も、例えばお名前だけがわかっていますとか、

生年月日はわかりませんとか、個人が特定でき

るレベルが、それぞれの資料で違いがあると理

解していいのか。それとも最低お名前と生年月

日とか、県または国が、個人が特定できるとい

うのはこういうレベルですということで決めた

ルールに従っているという理解なのかを教えて

いただけませんか。

○矢野健康増進課長 県で保有しているものに

ついては、全て氏名が特定できる形であります。

住所につきましては、わかる方とわからない方

がいらっしゃるような状況です。個人が特定で

きるという意味は、氏名がわかるという意味で

あります。ただし、県以外の施設で発見された

３人についての氏名は、個人情報の関係で県と

しても把握できませんのでわからないと。県で

保有しているものは全てわかるということであ

ります。

○岩切委員 氏名がわかるということでござい

ますけれども、公衆衛生という簿冊は統計年報

みたいなものなのか。それともそれ以外のもの

なのか。次の優生保護審査会というのは、その

審査会を実施した記録がつづられているような

ファイルかなと思うんですけれど、昭和30年度

の公衆衛生は、どういうものがつづられている

中に、17名分の個人名が出てくる資料があった

のかがわかるとうれしいんですけれども。

○矢野健康増進課長 公衆衛生という簿冊はい

ろんなものが雑多にとじられている簿冊であり

まして、優生保護と直接関係ないものもたくさ

んつづられている中に、一部優生保護の実施に

関する補助金の申請に関係する記述の中で、個

人が特定できる記述があったという形になって

おります。そのほかにも優生保護以外の国への

申請のものも含まれておりますし、保健衛生関

係の業務に関する雑多なものがつづられている

のが公衆衛生の簿冊でありました。

○岩切委員 ２ページの３の（２）なんですが、

もうすぐ回答の期限だと思うんですけれども、

医療機関において300医療機関ぐらい、福祉施設

では２施設ぐらいが御回答が今の時点ではない

ようなんですけれども、これについてこれから

後の作業計画を教えてくださいませんか。

○矢野健康増進課長 今も順次回答が来ている

ところでありまして、最終の提出までにどういっ

た形になるのかは未確定でありますが、協力し

ていただけるように、期限までに回答がなかっ

たところに対して督促を行ったりしておりまし

て、それでもなかなか回答が返ってこないとこ

ろに対して、どのように取り組むのかというと

ころまで定まってはいないんですが。精神科や

産婦人科の医療機関といったところは特に関係

性が深いと思われましたので、産婦人科につき

ましては、産婦人科医会のほうに適切に協力し

ていただくように依頼をしたり、精神科につき

ましては、精神科病院協会のほうに調査の協力

をお願いしたり、あるいは福祉施設につきまし

ては、県の社会福祉事業団のほうにお願いした

り、最終日までわからない状況でありますが、

できる限りの回答をいただくための努力は行っ

たところであります。

○岩切委員 念のため、お出しいただけない、

福祉施設の２施設、残りは２だけれども、上がっ

てきているかもしれないけれども、上がってこ

なければ上げていただくように要請をすると、

医療機関についても、引き続き御要請を重ねる

というふうに聞いていいんですか。
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○矢野健康増進課長 期限が過ぎますが、再度

依頼することも検討したいと思います。

○太田委員長 ほかに関連でありませんか。な

いようですので次に移りますが、この問題は、

できるだけそういう方に寄り添った姿勢で、今

後も進めていただきたいと思っております。

○丸山委員 修学資金の免除のあり方について、

今回の追加で機関がふえることになったんです

けれども、新専門医制度は37名で、宮崎県は最

低の状況だったんですが、これに該当する方っ

て何名かいらっしゃるんですか。37名のうちに

何名かは、これに該当するんでしょうか。

○久保医療薬務課長 正確なデータが、３年目

のところだけを抜き出してないものですから、

時間をいただきたいと思います。

○丸山委員 期待したいのは、37名で全国最下

位だったものですから、早目に返還免除できる

形になっていくと思いますので、可能性がふえ

る。特に宮大とかが入ってなかったということ

で、これからふえてほしいなと思っています。

そういう意向もあったというふうに理解してよ

ろしいのか、改めてお伺いしたいと思っている

んですが。

○久保医療薬務課長 この件につきましては、

宮崎大学医学部とも大分協議をしておりまして、

専門医が37名ということで最下位だったことを

受けて、何とかそれの対策ができないかという

ところもお話ししまして、こういう指定医療機

関もふやしましたし、特定診療科のところも専

門研修と同じ基本19領域に合わせたというとこ

ろで、要は宮崎大学医学部と十分検討した結果

でございます。

○太田委員長 このテーマについては、ほかに

よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 なければ質疑を終わりまして、

その他でありませんか。

○井上委員 障がい者の法定雇用率の問題のこ

とですけれど、福祉保健部として、何かこれに

対する考え方というか、そういうものはないん

ですか。

○矢野障がい福祉課長 今回の法定雇用率の件

で正しくなかった部分があったことにつきまし

て、障がい福祉課といたしましては、障がいの

ある方の就労支援をしていくという立場にござ

いまして、大変残念なことだなと思っておりま

す。

労働局などと連携をしながら、障がいのある

方がさまざまな機関、それは官公庁もですし、

民間企業もなんですが、そういったところに就

職が進んでいくということを目指して、さまざ

まな取り組みをさせていただいている中で、今

後、このようなことがあった中で、官公庁も民

間企業も含めて、障がいのある方が働きやすい

環境を整えていただくとか、障がい者の方の雇

用の枠をつくっていただくとか、そういった形

で雇用の促進につなげていく必要があるなと

思っておりまして、障がい者の方を雇用する立

場にある総務部ですとか、そういったところと

の連携も進めていきたいと考えているところで

す。

○井上委員 皆さん方のところは、障がい者の

雇用率を民間企業の皆さんも含めて達成してい

ただきたいということを働きかけないといけな

い立場におありなので、今回の問題というのは

見逃せない問題だと思うんです。障がい者の方

が、限定された職場じゃないと本当に就職でき

ないのかどうか、雇用できないのかどうかとい

う問題等も含めてしっかりと考えておかないと。

きょう病院局の人と議論してみましたら、数が
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整いさえすれば、法定雇用率をクリアしている

的なところがありはしないのかというのが、今

回の問題としては非常に大きいと思うんです。

ですから、今回起きた問題を福祉保健部とし

てどう捉えているのかを、１回もメッセージと

して聞いたことがないので。そこはしっかりと

これからも障がいのある皆さんが、職業人とし

て生きていける、そして生活費を得て、ちゃん

と地域で暮らせるという状況をどうやってつ

くっていくのかということは、しっかりと考え

ていく必要があるんじゃないかなと思うんです。

議場でもそういう意味でのきちんとした答弁

というのは聞いたことがないので、これについ

てはしっかりと、もっと宮崎県としてどうして

いくのかということを議論していただきたいな

と思うんですけれど。

それと同時に、皆さんが今一生懸命つくって

おられる障がい者の福祉計画の中で、どう生か

されていくのかということが気になっているの

で、そのあたりはどう盛り込んでいかれるのか

なと思います。

最後、課長が人事権を持っている総務部なん

かとも議論をするという言い方をしておられた

んですが、だから、民間の皆さんとこういう行

政の皆さんとということを考えたときに、行政

が果たす役割というのをきちんと果たさないと、

なかなか難しいのではないのかなという思いが

しましたので、そのあたりについて今後どう盛

り込んでいくのかなというのが気になりました。

どうでしょうか。

○矢野障がい福祉課長 委員のおっしゃるとお

り、県として障がいのある方の自立と社会生活

への支援という意味で、就労の支援というのは

非常に大切な部分だと思っております。私ども

も今、ちょうど障がい者の雇用の推進を支援す

る月間ということもありまして、先日民間企業

の方で障がい者雇用を進めていただいている企

業さんの表彰式なども行ったところです。

民間の企業さんなどからお話を伺う中で、障

がいのある方の特性ですとか個性をどう生かし

ながらそれぞれの職場で、その人らしく、生き

がいを持って、やりがいを持って就業していた

だくかということに、いろいろと工夫を凝らし

ていただきながら、障がいのある方の雇用を進

めているというお声をたくさん頂戴しておりま

す。

そういった現実に障がいのある方の雇用を進

めていただいている皆さん方の声もいただきな

がら、それをまた官公庁などにも、どういった

形で、そういった声を生かすことができるのか

といったことも、一緒に考えながら進めていけ

ればなと思っているところです。

委員おっしゃいました、現在進めております

障がい者の福祉計画でもそうですし、発達障が

い者の支援計画におきましても、就労というと

ころは、非常に大きな部分になってくると思っ

ております。障がいのある方が地域でさまざま

な方と関係を持ちながら、支援を受けながら自

立していくということの意味を、計画の中にも

盛り込んでいきたいと思っております。

現在、アンケートの分析なども行っておりま

すので、そういった声も分析して、検証しなが

ら盛り込んでいきたいと考えております。

○井上委員 障がい者計画の進捗というのは、

今どのような状況になっているんでしょうか。

○矢野障がい福祉課長 障がい者計画につきま

しては、県内の5,000人余りの方にアンケートを

発送いたしまして、４割強の回答をいただいた

ものにつきまして、現在分析を進めているとこ

ろでございます。そちらの分析を進めながら、



- 61 -

平成30年９月19日(水)

関係機関から意見をいただいたりということを

しながら、素案という形でつくっていきたいと

考えております。

○井上委員 今、県が持っている障がい者関係

の施設もそうですけれども、それと最近民間で

いろんな組織、施設としてでき上がっていると

ころもいっぱいあるわけです。

そういうことを考えたときに、県はどうある

べきで、民間はどうあるべきでということも含

めて、計画の中で十分にそのあたりは議論され

ないと、形だけが残って、障がいのある方たち

の実態に全然沿わない状況になっていく可能性

というのは非常に高いと思うんです。

ですから、保護者の皆さんも含めて、当時者

の皆さんも意識が変わってきているということ

も事実なので、だからそのあたりのことをしっ

かりと議論しなければいけないという立場に

立っていただきたいなと思っています。

だから、民間が頑張っているところに、行政

のほうもきちんと力を入れて、そして行政側は

施設のあり方をどうしていくのかということと

かも含めて、きちんとした議論がされないとい

けないと思うんですよ。

ですから、今回の計画は、非常に私自身も期

待をしているところなんですけれども、今まで

の旧態依然とした議論経過ではなく、きちんと

宮崎県内全体を見回して、将来的なことも考え

た上で、民間の力をどうかりていくのか、どう

大きく引き上げるのかということも含めて、しっ

かりと議論していただけたらなと思います。議

論が大変必要だと思うんです。

障がいのある人たちの実態のところに、どう

近づいていくのか。先ほど、高齢者の皆さんの

話が出ましたけれど、要介護認定度が下がれば

いいという問題ではないんです。在宅で介護を

していくということを考えたときに、それがど

んな影響が出てくるのか。家族も含めて、どう

いう影響が出てくるのかということをきちんと

議論しなければ、少なからずアドバイザーを育

成したから、それで済むというような問題では

ないと思いますが、障がい者の皆さんのところ

も、まさに今その状況に来ていると思うので。

それと先ほど議論がありましたとおり、障が

いのある子供さんを含めて、生存率が高いとい

うことについては否定できないので、これから

もっとふえていくことが想定されますので、そ

このところをしっかりと。中間報告があるのか

なと思っていたんですけれど、ないので、その

方向性というのをしっかりと出していただけた

らなと期待しております。

○矢野障がい福祉課長 ありがとうございまし

た。障がいのある方々の地域での生活をどう支

えていくのか。それぞれの年齢に応じて、環境

に応じて、どのような支援が必要なのかといっ

たところにつきましては、障害者施策推進協議

会といいまして、当時者団体の方ですとか、保

護者の方たちですとか、障がいのある方を取り

巻く皆さんにたくさん委員として御参加いただ

いております。そういった協議会の中で、この

計画の内容につきまして、十分議論をさせてい

ただいて、障がいのある方やその御家族に寄り

添った形の計画になるように進めてまいりたい

と思っております。

○井上委員 期待しています。

○太田委員長 ここで委員の皆様にお諮りいた

します。本日の日程は午後４時までとなってい

ますが、このまま継続ということでよろしいで

しょうか。

〔「継続」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 では、その他については、以上
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でよろしいでしょうか。

○久保医療薬務課長 済みません。先ほど丸山

委員から、今回の医師修学資金の改正で、影響

がある者は何人かという御質問がございました。

データを調べましたところ、今37人が専門研修

受けている中で、５名がこの対象になりますの

で、恩恵を受ける形になります。

○太田委員長 それでは、請願の審査に移りた

いと思います。

執行部から参考資料を提出いただいておりま

すので、書記に配付させます。

それでは、まず継続請願となっております第22

号について、執行部から何か説明はありますか。

○髙畑こども政策課長 特に説明はございませ

ん。

○太田委員長 関連して委員からの質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 では次に、新規請願第26号「ス

ティッフパーソン症候群を早急に指定難病に認

定し施行するよう国の関係機関に意見書の提出

を求める請願」でありますが、難病医療費助成

制度及びスティッフパーソン症候群について、

執行部からの説明をお願いいたします。

○矢野健康増進課長 健康増進課でございます。

お手元の資料に基づき御説明いたします。

まず、スティッフパーソン症候群の指定難病

への指定に係る国の検討状況であります。

平成28年12月に、国の指定難病検討委員会に

おいて、指定難病の平成29年度実施分に関する

検討がなされましたが、スティッフパーソン症

候群は、診断に関し客観的な指標による一定の

基準が定まっているという要件を満たしていな

いと判断され、指定には至っておりません。

その後、平成29年度及び平成30年度において

は、研究班による研究対象疾患となっておりま

す。

なお、昨年12月の指定難病検討委員会におけ

る平成30年度実施分の指定難病の検討において、

スティッフパーソン症候群は検討の対象となっ

ておりませんでした。

次に、参考１の指定難病についてであります。

医療費助成の対象となる指定難病は、国の研究

班等で整理した情報をもとに、国の指定難病検

討委員会において検討がなされた後、厚生科学

審議会において決定し、厚生労働大臣が指定す

るものであります。

指定の要件は、難病法で規定されている難病

の４つの定義を満たしていることに加え、患者

数が一定の数に達していないことと客観的な診

断基準が確立していることが要件となっており

ます。

最後に、参考２のスティッフパーソン症候群

についてでありますが、体幹を主部位として、

間欠的に筋硬直や筋けいれんが発生し、さらに

は全身へと症状が進行する自己免疫疾患であり

ます。

説明は以上です。

○太田委員長 説明が終わりました。

委員の皆様から質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは次に、新規請願第27号

「後期高齢者の医療費窓口負担について、原則

１割負担の継続を求める意見書を国に提出する

ことを求める請願」でありますが、後期高齢者

医療制度における医療費の窓口負担について、

執行部から説明をお願いいたします。

○長谷川国民健康保険課長 国民健康保険課で

ございます。

お手元の後期高齢者医療制度における医療費



- 63 -

平成30年９月19日(水)

の自己負担についての資料により御説明いたし

ます。

まず、１の後期高齢者医療制度の概要であり

ますが、制度の対象となります被保険者は、（１）

にありますように、75歳以上の方や、一定の障

がいのある65歳以上の方となっております。

また、（２）の運営主体につきましては、全て

の市町村が加入する、都道府県ごとに設置され

た後期高齢者医療広域連合により運営がされて

おります。

次に、医療給付などに要する財源につきまし

ては、（３）にありますように、国・県・市町村

の公費負担、国民健康保険や被用者保険からの

支援金、被保険者からの保険料のほか、今回の

請願内容となっております、被保険者が医療機

関などの窓口で支払う自己負担で構成されてお

ります。

次に、２の各年齢層における自己負担の割合

でありますが、表にありますように、年齢層な

どに応じて、１割から３割までの負担となって

おります。

このうち、後期高齢者となる75歳以上の方に

つきましては、現役並み所得者を除いて、太字

のところの１割負担となっておりますが、現在、

国におきまして、世代間の公平性や医療保険制

度の持続可能性の確保の観点から、負担のあり

方について、検討が行われているところであり

ます。

説明は以上であります。

○太田委員長 説明が終わりました。

委員の皆さんから質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それではないようですので、以

上をもって福祉保健部を終了いたします。

執行部の皆様、大変お疲れさまでした。

暫時休憩をいたします。

午後４時８分休憩

午後４時12分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

採決についてですが、委員会日程の最終日に

行うことになっておりますので、21日に行いた

いと思います。再開時刻は午後１時としたいの

ですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、以上をもちまして、

本日の委員会を終わります。

午後４時12分散会
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午後１時１分再開

出席委員（７人）

委 員 長 太 田 清 海

副 委 員 長 日 高 博 之

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 岩 切 達 哉

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 長 補 佐 濱 﨑 俊 一

議事課主任主事 渡 邊 大 介

○太田委員長 委員会を再開いたします。

本日の委員会に１名の傍聴の申し出がありま

したので、これを認めることといたしました。

傍聴される方にお願いいたします。

傍聴人は、受け付けの際にお渡ししました傍

聴人の守るべき事項にありますとおり、声を出

したり拍手をしたりすることはできません。当

委員会の審査を円滑に進めるため、静かに傍聴

してください。また、傍聴に関する指示には速

やかに従っていただくようお願いいたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に、

議案につきまして、宮崎県議会基本条例第11条

に基づいて、賛否も含め、御意見をお伺いした

いと思いますが、議案につきましては特別あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 ないようですので、議案の採決

を行います。

議案第１号につきましては、原案のとおり可

決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号につきましては、原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第22号「子どもの医療費助成制度

の拡充を求める請願」についてでありますが、

この請願の取り扱いについても、宮崎県議会基

本条例第11条により皆様の御意見等をお伺いし

ておきたいと思いますが、ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 ないようですので、この取り扱

いについては、どうしますか。

〔「継続」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 継続ということです。

それでは、お諮りいたします。請願第22号を

継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めま

す。

〔賛成者挙手〕

○太田委員長 挙手多数。よって、請願第22号

は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、請願第26号「スティフパーソン症候群

を早急に指定難病に認定し施行するよう国の関

係機関に意見書の提出を求める請願」について

でありますが、この請願の取り扱いも含め、御

意見等をお伺いしたいと思いますが、ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、取り扱いについては

どうしましょうか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

平成30年９月21日(金)
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○太田委員長 それでは、請願第26号について

は採決との御意見がございますので、お諮りい

たします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、請願第26号の賛否を

お諮りいたします。

請願第26号について採択すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○太田委員長 挙手全員。よって、請願第26号

は採択することに決定をいたしました。

ただいま請願第26号が全会一致で採択となり

ましたが、この請願は意見書の提出を求める請

願であります。意見書案を書記に配付させます。

〔意見書案配付〕

○太田委員長 スティフパーソン症候群を指定

難病とするよう求める意見書案を読んでいただ

いて何か御意見がありましたら、お伺いしたい

と思います。

お諮りいたします。意見書案の内容につきま

しては、意見書案のとおり、当委員会発議とす

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 御異議ございませんので、その

ように決定いたします。

次に、請願第27号「後期高齢者の医療費窓口

負担について、原則１割負担の継続を求める意

見書を国に提出することを求める請願」につい

てでありますが、この請願の取り扱いも含め、

宮崎県議会基本条例第11条により御意見等をお

伺いしておきたいと思いますが、何かありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 ないようでしたら、この取り扱

いはいかがしましょうか。

〔「継続」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、お諮りいたします。

請願第27号を継続審査とすることに賛成の方の

挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○太田委員長 挙手全員。よって、請願第27号

は継続審査とすることに決定いたしました。

それでは次に、委員長報告案についてであり

ます。

委員長報告の項目及び内容について御意見を

お願いしたいと思います。

○岩切委員 第１号議案については、いろいろ

意見がありましたけれども、自立型地域ケア会

議の進捗が遅いという御意見もあったと思う一

方で、この自立型地域ケア会議の推進の目的が

介護負担の軽減というよりは、財政的な立場か

ら、介護費の減を目指すというような指摘もあ

りました。

現場で直接かかわる人たちは大変苦労されて

いるという実情もありますので、そういった点

を付言していただくとありがたいという思いで

あります。

続けて、旧優生保護法の問題の件なんですが、

いろいろ実名把握等が進んでいるんですけれど

も、そのこと以前の問題として、県の文書管理

のありようについての不確実性があるところで、

こういう問題が発生しているというところは含

めた上で、なおかつ、その当該者の救済等に県

としても引き続き尽力いただくように付言して

いただくと、ありがたいという思いでございま

す。

○井上委員 障がい者の雇用関係については意

見を申し上げましたが、やはりそれについても
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しっかりと委員長報告の中に挙げておいていた

だきたいと思います。

○山下委員 安心してお産のできる体制推進事

業です。この中で、周産期母子医療関係で3,000

人近い人たちがお産をされている。で、その何

割かがやっぱり医療的ケアとか、障がいを持っ

て産まれる子どもたちが出てきている。だから、

助かる命はありがたいんですが、じゃ、社会の

受け入れ体制が十分なのかと。だから、早急に

そこら辺の受け入れ体制の充実も図っていくべ

きじゃないかということを入れていただくと、

ありがたいと思います。

○太田委員長 暫時休憩いたします。

午後１時11分休憩

午後１時11分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

○日高副委員長 看護大の学生の県内就職率

が40.1％ということで、それをしっかり努力し

て、教育委員会とも連携もして、上げるように

その辺を入れたほうがいいかなと思います。も

うずっとその数字が推移してきていますので。

○外山委員 御意見を申し上げましたが、もち

ろん毎年、その卒業生のパーセントを議論して、

半分半分にと言っているけど、学校のありよう

というか、入学者の構成比率を少し改善しない

と。強制はできないけれども、やっぱりああい

う学校が九州に幾つかあって、ここを選んで来

る人は、福岡やら大分やら熊本、やはり必然的

に向こうに帰るのが当たり前だと思うんです。

だから、縛りはできないけども、入学時にも

う少し地元の生徒がふえることも考えたら、結

果的に県内就職率も改善される気もしますけど。

その辺は受験希望者と入試があることやから、

いろいろ大変と思いますけれども。

○太田委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、委員長報告につきま

しては、ただいまの御意見を参考にしながら、

正副委員長に御一任いただくことで、御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。福祉保健行政の推進及び県立病院事業

に関する調査につきましては、閉会中の継続調

査といたしたいと思いますが、御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時14分休憩

午後１時21分再開

○太田委員長 委員会を再開いたします。

11月１日の閉会中の委員会につきましては、

御協議のとおりの内容で委員会を開催すること

に御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○太田委員長 それでは、以上で委員会を終了

いたします。

午後１時22分閉会
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